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ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
プ
レ
ス
評
議
会
制
度
に
関
す
る
一
考
察

韓

永

學

は
じ
め
に

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
一
七
六
六
年
、
世
界
で
最
初
に
プ
レ
ス
自
由
法
（
T
ryckfrihetsförordningen）
を
制
定
し
て
以
来
、
先
進
的
な
言

論
・
情
報
法
制
を
構
築
し
て
き
た
。
同
国
で
は
表
現
の
自
由
の
価
値
が
憲
法
の
根
幹
を
成
し
、
メ
デ
ィ
ア
の
独
立
と
報
道
の
自
由
や
情
報

へ
の
ア
ク
セ
ス
が
重
視
さ
れ
る
。

現
在
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
印
刷
媒
体
（
プ
レ
ス
）
に
関
す
る
規
制
は
、
自
主
規
制
機
関
で
あ
る
プ
レ
ス
評
議
会
（
Pressens

O
pinionsnäm
nd,PO
N
）
が
担
っ
て
い
る
。
他
方
、
電
波
媒
体
（
放
送
）
に
対
す
る
許
認
可
を
は
じ
め
と
す
る
規
制
監
督
は
、
文
化
省
傘
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下
の
法
定
機
関
で
あ
る
放
送
庁
（
M
yndigheten
förradio
och
tv）
が
所
管
す
る
。
特
に
、
前
者
は
一
九
一
六
年
に
世
界
で
最
初
に
創

設
さ
れ
た
も
の
で
、
メ
デ
ィ
ア
の
社
会
的
責
任
理
論
（
socialresponsibility
theory
ofm
assm
edia）
に
基
づ
く
自
主
規
律
の
メ
デ
ィ

ア
責
任
制
度
（
M
edia
A
ccountability
System
,M
A
S
（
⚑
））
の
代
表
格
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
メ
デ
ィ
ア
法
・
倫
理
制
度
の
一
角
を
成
す
プ
レ
ス
評
議
会
制
度
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
具
体
的

に
は
、
同
国
の
メ
デ
ィ
ア
の
風
景
（
m
edialandscape）
と
そ
の
法
・
倫
理
制
度
を
概
観
し
つ
つ
、
同
国
の
プ
レ
ス
評
議
会
制
度
の
構
造

的
特
質
を
考
察
す
る
。

第
一
章

メ
デ
ィ
ア
の
風
景
と
法
・
倫
理
制
度

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
、
自
由
で
公
平
な
選
挙
と
強
力
な
複
数
政
党
制
に
基
づ
く
議
会
君
主
制
国
家
で
、
市
民
の
自
由
と
政
治
的
権
利
が
法

的
に
保
証
・
尊
重
さ
れ
、
法
の
支
配
が
重
視
さ
れ
る
（
⚒
）。
同
国
の
メ
デ
ィ
ア
は
、
プ
レ
ス
自
由
法
や
一
九
九
一
年
に
制
定
さ
れ
た
表
現
の
自

由
に
関
す
る
基
本
法
（
Y
ttrandefrihetsgrundlag）
に
よ
り
厚
く
保
護
さ
れ
て
お
り
、
世
界
最
高
水
準
の
自
由
度
（
⚓
）と
多
様
性
を
誇
る
。

で
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
メ
デ
ィ
ア
の
風
景
を
概
括
的
に
示
し
つ
つ
、
メ
デ
ィ
ア
法
・
倫
理
制
度
の
現
状
と
特
質
に
つ
い
て
概

観
す
る
。

一

メ
デ
ィ
ア
の
風
景

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
、
他
の
ス
カ
ン
ジ
ナ
ビ
ア
諸
国
と
同
様
、
表
現
・
報
道
の
自
由
と
参
加
民
主
主
義
を
重
視
す
る
政
治
社
会
的
風
土
を

持
っ
て
い
る
。
同
国
の
メ
デ
ィ
ア
は
、
高
い
新
聞
普
及
率
と
公
共
放
送
の
優
越
性
を
基
本
的
な
特
徴
と
し
て
い
る
（
⚔
）。
た
だ
、
近
年
、
オ
ン

ラ
イ
ン
メ
デ
ィ
ア
の
台
頭
に
よ
り
、
メ
デ
ィ
ア
生
態
系
（
m
edia
ecology）
の
構
造
変
化
が
生
じ
つ
つ
あ
る
。
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⚑

プ
レ
ス

ま
ず
、
新
聞
は
、
世
界
で
最
も
歴
史
が
古
く
（
一
六
四
五
年
O
rdinariPostT
ijender創
刊
）、
強
い
影
響
力
を
保
持
し
て
き
た
。
新
聞

は
、
伝
統
的
に
政
党
と
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
発
展
し
て
き
た
が
、
近
年
、
政
党
紙
と
し
て
の
性
格
を
脱
し
、
現
代
市
場
志
向
型
・
独
立

型
新
聞
に
転
換
し
て
い
る
（
⚕
）。
国
民
各
層
の
新
聞
閲
読
率
が
非
常
に
高
く
、
民
主
主
義
に
欠
か
せ
な
い
言
論
・
情
報
の
多
様
性
が
保
た
れ
て

い
る
。

メ
デ
ィ
ア
所
有
規
制
が
な
い
中
、
新
聞
市
場
は
Bonnier（
D
agensN
yheter,Expressen
等
発
行
）
や
Schibsted（
A
ftonbladet,

SvenskaD
agbladet発
行
）
等
の
主
要
新
聞
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
シ
ェ
ア
が
大
半
を
占
め
る
。
最
近
、
一
部
新
聞
の
財
政
難
、
地
方
紙
を
中

心
と
し
た
Ｍ
＆
Ａ
、
新
聞
業
界
全
体
の
発
行
部
数
の
漸
減
傾
向
が
見
ら
れ
る
（
⚖
）。
ま
た
、
メ
デ
ィ
ア
生
態
系
の
構
造
変
化
に
伴
い
、
新
聞
各

社
は
他
の
先
進
諸
国
の
新
聞
社
と
同
様
、
オ
ン
ラ
イ
ン
新
聞
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
を
高
め
、
収
益
構
造
の
シ
フ
ト
を
図
り
つ
つ
あ
る
。

一
方
、
新
聞
振
興
の
観
点
か
ら
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
と
同
様
、
政
府
に
よ
る
新
聞
助
成
制
度
が
古
く
か
ら
採
用
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
新

聞
に
対
す
る
税
制
優
遇
制
度
（
標
準
税
率
二
五
％
、
新
聞
に
対
す
る
税
率
六
％
（
⚗
））、
特
定
要
件
を
満
た
す
弱
小
新
聞
等
に
対
す
る
助
成
制
度

等
が
あ
る
（
後
述
）。

次
に
、
雑
誌
は
多
数
乱
立
し
て
い
る
（
大
半
は
零
細
誌
）
が
、
そ
の
閲
読
率
は
比
較
的
安
定
し
て
い
る
（
⚘
）。
現
在
、
雑
誌
市
場
は
大
衆
雑

誌
（
家
庭
誌
、
園
芸
誌
等
）
と
大
規
模
組
織
が
発
行
す
る
プ
レ
ス
（
会
員
誌
）
が
主
流
と
な
っ
て
い
る
中
、
新
聞
グ
ル
ー
プ
等
に
よ
る
所

有
集
中
が
目
立
つ
（
⚙
）。

⚒

放
送

放
送
は
、
歴
史
的
に
公
共
放
送
が
基
本
に
据
え
ら
れ
（
新
聞
と
共
に
情
報
伝
達
の
要
）、
政
治
的
影
響
下
で
発
展
し
て
き
た
。
公
共
放
送
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は
、
A
B
Radiotjänstか
ら
始
ま
り
（
一
九
二
五
年
ラ
ジ
オ
放
送
開
始
、
一
九
五
六
年
テ
レ
ビ
放
送
開
始
）、
SverigesRadioT
V
A
B
を

経
て
、
一
九
九
二
年
よ
り
ラ
ジ
オ
は
SverigesRadio（
SR）、
テ
レ
ビ
は
SverigesT
elevision（
SV
T
）
が
担
う
よ
う
に
な
っ
た
（
10
）。
現

在
、
公
共
放
送
は
、
Ｓ
Ｒ
と
Ｓ
Ｖ
Ｔ
に
加
え
、
教
育
専
門
公
共
放
送
U
tbildningsradion（
U
R）
の
三
社
が
あ
る
。
Ｓ
Ｒ
と
Ｓ
Ｖ
Ｔ
は
そ

れ
ぞ
れ
ラ
ジ
オ
部
門
と
テ
レ
ビ
部
門
の
支
配
的
地
位
に
あ
り
、
前
者
は
Ｐ
⚑
（
報
道
・
文
化
・
時
事
）、
Ｐ
⚒
（
古
典
音
楽
）、
Ｐ
⚓
（
青

少
年
）
の
三
つ
の
全
国
チ
ェ
ン
ネ
ル
、
後
者
は
Ｓ
Ｖ
Ｔ
⚑
（
総
合
）、
Ｓ
Ｖ
Ｔ
⚒
（
文
化
・
時
事
）、
Barnkanalen（
子
供
）
の
三
つ
の
メ

イ
ン
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
保
有
し
て
い
る
（
11
）。

商
業
放
送
は
、
一
九
九
〇
年
代
前
半
よ
り
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
新
聞
と
同
様
、
所
有
集
中
度
が
高
い
。
現
在
、
商
業
放
送

の
ラ
ジ
オ
部
門
は
M
T
G
Radio
と
Bauer
M
edia
が
全
国
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
体
制
を
構
築
し
て
お
り
、
テ
レ
ビ
部
門
は
Bonnier放
送
グ

ル
ー
プ
（
最
大
商
業
チ
ャ
ン
ネ
ル
の
Ｔ
Ｖ
⚔
等
保
有
）
の
他
、
Ｍ
Ｔ
Ｇ
や
D
iscovery
Com
m
unicationsが
シ
ェ
ア
の
大
半
を
占
め
て

い
る
（
12
）。
ま
た
、
衛
星
放
送
は
Ｍ
Ｔ
Ｇ
グ
ル
ー
プ
が
所
有
す
る
V
iasat（
最
大
チ
ャ
ン
ネ
ル
の
Ｔ
Ｖ
⚓
等
保
有
）
と
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
多
国
籍

通
信
事
業
者
T
elenorが
所
有
す
る
CanalD
igital（
有
力
チ
ャ
ン
ネ
ル
の
K
anal5、
Ｔ
Ｖ
⚘
等
保
有
）
の
二
社
が
あ
り
（
13
）、
地
上
放
送
Ｔ

Ｖ
⚔
等
と
競
合
関
係
に
あ
る
。

最
近
、
公
共
放
送
は
公
共
メ
デ
ィ
ア
へ
の
転
換
と
い
う
主
な
課
題
に
直
面
し
て
お
り
（
14
）、
事
業
拡
大
の
動
き
を
見
せ
て
い
る
。
こ
れ
に
対

し
、
民
間
メ
デ
ィ
ア
企
業
が
反
発
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
商
業
放
送
と
新
聞
は
、
公
共
放
送
に
よ
る
新
し
い
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
）
へ
の
公
的
資
金
の
投
資
と
放
送
と
無
関
係
な
コ
ン
テ
ン
ツ
の
提
供
が
メ
デ
ィ
ア
市
場
の
不
公
正
な
歪
み
を
生
む
と
主
張

す
る
（
15
）。
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二

メ
デ
ィ
ア
法
・
倫
理
制
度

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
憲
法
は
、
統
治
法
（
Regeringsform
）、
王
位
継
承
法
（
Successionsordning）、
プ
レ
ス
自
由
法
、
表
現
の
自
由
に

関
す
る
基
本
法
の
四
つ
の
基
本
法
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
（
16
）。
表
現
・
報
道
・
情
報
の
自
由
は
、
同
憲
法
の
最
も
重
要
な
根
幹
を
成
し
、
強

い
保
護
を
受
け
る
。
す
な
わ
ち
、
統
治
法
（
一
六
三
四
年
制
定
以
来
数
次
の
再
制
定
・
改
正
）
は
基
本
的
権
利
及
び
自
由
（
二
章
）
と
し

て
表
現
の
自
由
（
意
見
の
自
由
）
を
包
括
的
に
（
17
）、
プ
レ
ス
自
由
法
（
一
七
六
六
年
制
定
以
来
数
次
の
改
正
）
は
プ
レ
ス
の
自
由
と
公
文
書

へ
の
ア
ク
セ
ス
権
を
、
表
現
の
自
由
に
関
す
る
基
本
法
（
一
九
九
一
年
制
定
以
来
数
次
の
改
正
）
は
プ
レ
ス
自
由
法
が
カ
バ
ー
し
て
い
な

い
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
け
る
自
由
を
そ
れ
ぞ
れ
保
障
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
規
範
の
下
、
メ
デ
ィ
ア
法
は
基
本

的
に
プ
レ
ス
の
自
由
に
関
す
る
伝
統
を
土
台
と
し
て
構
築
さ
れ
て
き
た
。
一
方
、
メ
デ
ィ
ア
倫
理
制
度
と
し
て
プ
レ
ス
界
に
お
い
て
は
プ

レ
ス
評
議
会
制
度
も
存
在
す
る
。

⚑

プ
レ
ス
法
制

（
⚑
）
プ
レ
ス
の
自
由
と
権
利

プ
レ
ス
の
自
由
と
は
、
公
的
機
関
の
妨
害
を
受
け
ず
に
出
版
し
、
そ
の
内
容
が
法
令
に
違
反
し
な
い
限
り
、
訴
追
・
処
罰
さ
れ
な
い
権

利
を
意
味
す
る
（
プ
レ
ス
自
由
法
一
章
一
条
一
項
）。
こ
の
よ
う
な
原
則
の
下
、
全
て
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
市
民
は
、
個
人
の
権
利
や
公
共
の

安
全
の
保
護
に
関
す
る
同
法
の
規
定
に
拘
束
さ
れ
る
も
の
の
、
自
己
の
思
想
・
意
見
の
表
明
、
公
文
書
の
公
表
、
情
報
・
知
識
の
伝
達
の

自
由
を
享
受
す
る
（
二
項
）。
出
版
物
へ
の
事
前
検
閲
も
、
出
版
禁
止
も
禁
じ
ら
れ
る
（
二
条
）。
ま
た
、
プ
レ
ス
の
自
由
が
自
由
な
社
会

の
基
礎
を
成
す
と
い
う
認
識
の
下
、プ
レ
ス
の
自
由
の
濫
用
に
関
す
る
裁
判
の
際
も
表
現
規
制
へ
の
配
慮
が
求
め
ら
れ
る（
四
条
）。
以
上
、
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い
わ
ゆ
る
社
会
の
番
犬
（
w
atchdog
ofsociety）
と
し
て
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
役
割
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
プ
レ
ス
自
由
法

一
章
に
よ
っ
て
事
実
上
公
式
化
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
（
18
）。

次
に
、
著
者
等
は
秘
匿
権
を
有
す
る
。
す
な
わ
ち
、
著
者
や
情
報
提
供
者
は
そ
の
出
版
物
に
自
己
の
氏
名
を
明
示
す
る
こ
と
を
強
制
さ

れ
な
い
（
三
章
一
条
）。
ま
た
、
プ
レ
ス
の
自
由
に
違
反
す
る
犯
罪
の
訴
訟
手
続
に
お
い
て
、
そ
の
出
版
物
の
著
者
や
情
報
提
供
者
、
非
定

期
刊
行
物
の
編
集
者
の
身
元
調
査
は
許
容
さ
れ
な
い
（
二
条
）。
そ
し
て
、
同
法
の
規
定
違
反
に
対
す
る
訴
追
等
の
た
め
に
必
要
な
場
合
を

除
き
、
公
的
機
関
に
よ
る
出
版
物
の
著
者
・
出
版
予
定
者
、
発
行
者
・
発
行
予
定
者
、
情
報
提
供
者
へ
の
身
元
調
査
は
許
容
さ
れ
な
い
（
四

条
）。
こ
の
よ
う
な
秘
匿
権
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
や
取
材
源
（
内
部
告
発
者
等
）
の
保
護
の
み
な
ら
ず
、
公
衆
へ
の
情
報
の
自
由
な
流
通

に
資
す
る
も
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
全
て
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
市
民
は
、
出
版
物
を
製
作
・
販
売
・
発
送
・
頒
布
す
る
権
利
を
有
す
る
（
四
章
一
条
・
六
章
一
条
）。

（
⚒
）
プ
レ
ス
の
自
由
の
限
界

プ
レ
ス
の
自
由
は
絶
対
無
制
限
の
も
の
で
は
な
く
、
一
定
の
限
界
が
存
在
す
る
。
ま
ず
、
プ
レ
ス
自
由
法
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
一

定
の
事
項
（
ア
ル
コ
ー
ル
・
タ
バ
コ
販
売
広
告
の
禁
止
、
健
康
・
環
境
保
護
の
た
め
の
広
告
の
禁
止
、
個
人
の
信
用
情
報
の
公
表
の
禁
止
、

情
報
・
知
識
の
取
得
方
法
に
関
す
る
刑
事
責
任
・
損
害
賠
償
義
務
等
）
は
法
律
に
よ
り
規
律
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
プ
レ
ス
自
由
法
一
章

九
条
）。

次
に
、
各
種
犯
罪
（
大
逆
罪
、
外
患
罪
、
戦
争
の
誘
発
、
ス
パ
イ
罪
、
機
密
情
報
の
不
正
取
引
、
重
過
失
に
よ
る
機
密
情
報
の
漏
洩
、

国
家
転
覆
の
準
備
・
共
謀
、
国
の
安
全
を
脅
か
す
虚
偽
情
報
の
流
布
、
犯
罪
行
為
の
煽
動
、
民
族
集
団
へ
の
脅
迫
・
侮
辱
、
市
民
的
自
由

に
対
す
る
犯
罪
、
性
暴
力
の
描
写
、
名
誉
毀
損
、
侮
辱
的
言
動
、
不
法
な
脅
迫
、
公
務
員
に
対
す
る
脅
迫
、
司
法
妨
害
、
故
意
に
よ
る
非
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開
示
公
文
書
の
公
表
、
故
意
に
よ
る
守
秘
義
務
違
反
、
国
の
安
全
を
脅
か
す
情
報
の
公
表
等
）
を
犯
す
プ
レ
ス
の
行
為
は
関
係
法
律
の
適

用
を
受
け
、
編
集
責
任
者
が
刑
事
責
任
を
負
う
（
七
章
三
条
～
五
条
、
八
章
一
条
）。
ま
た
、
プ
レ
ス
の
自
由
の
濫
用
に
よ
る
被
害
者
に
対

し
、
編
集
責
任
者
が
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
（
一
一
章
）。

さ
ら
に
、
プ
レ
ス
の
自
由
に
対
す
る
違
反
行
為
に
つ
い
て
は
、
法
務
監
察
長
官
（
Justitiekanslern）
が
唯
一
の
公
訴
提
起
者
と
な
り
、

同
長
官
と
裁
判
所
だ
け
が
強
制
措
置
を
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
九
章
二
条
）。
強
制
措
置
は
、
没
収
事
由
の
あ
る
出
版
物
に
つ
き
没
収

決
定
が
な
さ
れ
る
ま
で
押
収
す
る
こ
と
（
一
〇
章
一
条
）
や
、
出
版
禁
止
事
由
（
国
の
戦
争
状
態
時
に
お
け
る
重
大
犯
罪
）
の
あ
る
定
期

刊
行
物
に
つ
き
裁
判
所
の
決
定
が
な
さ
れ
る
ま
で
出
版
禁
止
命
令
を
発
す
る
こ
と
で
あ
る
（
二
条
）。

一
方
、
プ
レ
ス
の
自
由
の
濫
用
行
為
（
名
誉
毀
損
）
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
に
お
い
て
、
明
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
被
害

者
の
反
論
権
（
rightofreply）
が
認
め
ら
れ
る
余
地
が
あ
る
（
19
）。

（
⚓
）
プ
レ
ス
助
成
制
度

議
会
は
、
再
販
制
度
を
廃
止
し
た
競
争
法
改
正
（
一
九
五
四
年
）
を
契
機
に
新
聞
業
界
が
ラ
ジ
カ
ル
か
つ
不
測
の
事
態
（
競
争
激
化
に

よ
る
弱
小
新
聞
の
相
次
ぐ
廃
刊
）
に
直
面
し
、
新
聞
の
多
様
性
を
確
保
す
べ
く
、
一
九
六
九
年
に
⽛
配
布
助
成
⽜（
Sök
distributionsstöd）

制
度
と
⽛
開
発
助
成
⽜（
Sök
U
tvecklingsstöd）
制
度
、
一
九
七
一
年
に
⽛
運
営
助
成
⽜（
Sök
driftsstöd）
制
度
を
導
入
し
た
（
20
）。
配
布

助
成
は
新
聞
間
の
共
同
配
布
へ
の
支
援
、
開
発
助
成
は
新
聞
の
ハ
イ
テ
ク
駆
使
へ
の
支
援
、
運
営
助
成
は
新
聞
の
製
作
・
運
営
へ
の
支
援

で
あ
る
。
三
つ
の
制
度
に
関
す
る
業
務
（
助
成
申
請
受
理
・
審
査
、
助
成
の
可
否
決
定
）
は
、
プ
レ
ス
助
成
規
則
（
presstödsförord-

ningen（
1990：
524））
に
基
づ
き
、
プ
レ
ス
・
放
送
庁
下
の
プ
レ
ス
助
成
評
議
会
（
Presstödsnäm
nden）
が
行
う
（
21
）。

プ
レ
ス
助
成
制
度
は
、
多
面
的
な
ニ
ュ
ー
ス
配
信
・
世
論
形
成
、
全
国
各
地
に
お
け
る
日
刊
紙
の
広
範
な
配
布
に
資
す
る
こ
と
を
目
標
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に
、
定
期
ニ
ュ
ー
ス
サ
ー
ビ
ス
や
政
治
的
意
見
を
持
ち
、
五
五
％
以
上
の
自
社
編
集
コ
ン
テ
ン
ツ
を
有
し
、
一
五
〇
〇
人
以
上
の
有
料
購

読
者
（
特
定
の
少
数
民
族
グ
ル
ー
プ
向
け
新
聞
は
例
外
）
を
有
す
る
、
主
に
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
語
新
聞
・
国
内
配
布
新
聞
を
助
成
の
対
象
と

し
て
い
る
（
22
）。
具
体
的
に
は
、
配
布
助
成
は
二
紙
以
上
の
共
同
配
布
シ
ス
テ
ム
に
参
加
す
る
新
聞
（
共
同
配
布
会
社
も
助
成
申
請
可
能
）、
開

発
助
成
は
高
品
質
の
編
集
コ
ン
テ
ン
ツ
を
備
え
た
長
期
の
電
子
版
サ
ー
ビ
ス
の
発
展
を
期
す
新
聞
、
運
営
助
成
は
新
聞
製
作
等
の
営
業
経

費
の
一
部
（
四
〇
％
～
七
五
％
）
の
助
成
を
必
要
と
す
る
紙
新
聞
・
電
子
新
聞
が
助
成
を
受
け
ら
れ
る
。

以
上
、
プ
レ
ス
助
成
制
度
は
、
国
家
に
よ
る
プ
レ
ス
の
自
由
の
観
点
に
立
っ
て
お
り
、
新
聞
に
お
け
る
政
治
的
多
元
性
の
保
持
や
民
主

的
討
論
を
促
進
し
、
思
想
の
自
由
市
場
の
活
性
化
に
資
す
る
面
が
あ
る
。

⚒

放
送
法
制

（
⚑
）
放
送
の
自
由
と
そ
の
限
界

表
現
の
自
由
に
関
す
る
基
本
法
は
、
自
由
な
意
見
交
換
、
自
由
で
広
範
囲
の
情
報
及
び
芸
術
的
創
造
の
自
由
を
確
保
す
る
目
的
（
一
章

一
条
二
項
）
の
下
、
放
送
の
自
由
を
、
プ
レ
ス
以
外
の
他
の
媒
体
の
自
由
と
共
に
保
障
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
全
て
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

市
民
は
、
ラ
ジ
オ
、
テ
レ
ビ
及
び
類
似
の
伝
送
手
段
に
よ
り
情
報
を
提
供
す
る
権
利
を
、
公
的
機
関
と
の
関
係
に
お
い
て
享
受
す
る
（
一

項
）。
本
規
定
を
皮
切
り
に
、
放
送
番
組
の
事
前
審
査
の
禁
止
（
三
条
）、
表
現
（
放
送
）
の
自
由
の
濫
用
に
関
す
る
裁
判
に
お
け
る
配
慮

（
五
条
）、
放
送
番
組
制
作
者
・
情
報
提
供
者
の
秘
匿
権
（
二
章
）、
放
送
番
組
の
制
作
・
送
信
・
頒
布
の
自
由
（
三
章
）
等
は
プ
レ
ス
自
由

法
に
準
じ
て
い
る
。

一
方
、
放
送
の
自
由
は
プ
レ
ス
の
自
由
と
同
様
、
一
定
の
限
界
が
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、
各
種
犯
罪
を
犯
す
放
送
番
組
の
編
集
責
任

者
の
刑
事
責
任
（
五
章
・
六
章
）、
表
現
（
放
送
）
の
自
由
の
濫
用
に
よ
る
被
害
者
へ
の
損
害
賠
償
責
任
（
八
章
）、
表
現
（
放
送
）
の
自
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由
に
対
す
る
違
反
行
為
に
つ
き
法
務
監
察
長
官
に
よ
る
公
訴
提
起
や
、
放
送
番
組
の
没
収
・
押
収
の
特
別
の
強
制
措
置
（
七
章
）
等
は
プ

レ
ス
自
由
法
に
準
じ
て
い
る
。
ま
た
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
放
送
番
組
は
放
送
法
令
上
の
番
組
基
準
（
コ
ン
テ
ン
ツ
規
制
）
の
適
用
を
受

け
る
。（

⚒
）
規
制
監
督
機
関

メ
デ
ィ
ア
政
策
は
文
化
省
が
所
管
し
て
い
る
。
文
化
省
の
メ
デ
ィ
ア
政
策
の
目
標
は
、
表
現
の
自
由
、
メ
デ
ィ
ア
の
多
様
性
、
メ
デ
ィ

ア
の
独
立
性
・
ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
の
確
保
、
及
び
青
少
年
に
メ
デ
ィ
ア
ユ
ー
ザ
ー
と
し
て
の
自
覚
を
持
た
せ
、
彼
ら
を
メ
デ
ィ
ア
の
有

害
な
影
響
か
ら
保
護
す
る
こ
と
で
あ
る
（
23
）。
こ
の
よ
う
な
政
策
目
標
の
下
、
プ
レ
ス
規
制
監
督
（
特
に
内
容
規
制
）
は
倫
理
制
度
に
依
拠
し

て
お
り
（
後
述
）、
放
送
規
制
監
督
は
文
化
省
の
下
に
設
置
さ
れ
た
放
送
庁
が
担
う
（
24
）。
従
前
は
ラ
ジ
オ
・
テ
レ
ビ
庁
（
Radio
och
T
V
-

verket）
と
放
送
委
員
会
（
Granskningsnäm
nden
förradiooch
T
V
）
が
放
送
規
制
監
督
を
所
管
し
て
い
た
が
、
二
〇
一
〇
年
、
EU

視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
指
令
（
A
udiovisualM
ediaServicesD
irective）
に
準
拠
し
た
ラ
ジ
オ
・
テ
レ
ビ
法
（
Radio-och
T
V
-

lagen）
改
正
に
伴
い
、
両
機
関
の
統
合
に
よ
り
放
送
庁
が
新
設
さ
れ
、
そ
の
業
務
が
継
承
さ
れ
て
い
る
（
現
在
、
放
送
委
員
会
は
放
送
庁

の
下
部
組
織
（
25
））。

放
送
庁
（
長
官
は
政
府
が
任
命
）
は
、
メ
デ
ィ
ア
の
開
放
性
・
包
括
性
・
責
任
性
の
促
進
を
ビ
ジ
ョ
ン
と
し
て
掲
げ
、
ラ
ジ
オ
・
テ
レ

ビ
法
等
に
基
づ
き
、
公
共
放
送
以
外
の
各
種
放
送
の
許
認
可
（
衛
星
放
送
・
Ｃ
Ａ
Ｔ
Ｖ
は
登
録
）、
各
種
放
送
番
組
（
文
字
多
重
放
送
や
オ

ン
デ
マ
ン
ド
サ
ー
ビ
ス
を
含
む
）
の
ラ
ジ
オ
・
テ
レ
ビ
法
遵
守
の
監
視
（
非
コ
ン
テ
ン
ツ
領
域
規
制
）、
放
送
発
展
に
関
す
る
情
報
提
供
等

を
業
務
と
し
て
い
る
（
26
）。
放
送
委
員
会
（
委
員
長
を
含
む
委
員
は
政
府
が
任
命
）
は
、
放
送
庁
下
で
ラ
ジ
オ
・
テ
レ
ビ
法
遵
守
を
監
視
す
る

独
立
意
思
決
定
機
関
と
し
て
、
放
映
済
み
の
番
組
に
対
し
、
番
組
基
準
違
反
や
人
権
侵
害
等
の
苦
情
申
立
に
応
じ
、
ま
た
は
職
権
に
よ
り

北研 54 (4・32) 490

論 説

北研 54 (4・33) 491

スウェーデンのプレス評議会制度に関する一考察



番
組
基
準
遵
守
に
関
し
て
検
証
（
コ
ン
テ
ン
ツ
規
制
）
す
る
（
ラ
ジ
オ
・
テ
レ
ビ
法
一
六
章
二
条
）。
ま
た
、
放
送
庁
に
は
諮
問
評
議
会
（
評

議
員
は
政
府
が
任
命
）
が
置
か
れ
、
放
送
庁
の
業
務
の
透
明
性
を
図
っ
て
い
る
（
27
）。

（
⚓
）
番
組
基
準
等

現
行
ラ
ジ
オ
・
テ
レ
ビ
法
は
、
Ｅ
Ｕ
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
指
令
に
準
拠
し
て
番
組
基
準
を
定
め
て
お
り
、
公
共
放
送
に
は
公
正

性
（
im
partiality）、
正
確
性
（
accuracy）、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
尊
重
等
に
お
い
て
よ
り
包
括
的
で
厳
格
な
規
制
を
適
用
し
て
い
る
。

放
送
事
業
者
は
、⽛
民
主
社
会
の
基
本
概
念
、
万
民
平
等
の
原
則
、
個
人
の
自
由
と
尊
厳
⽜
の
反
映
を
徹
底
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
一
般
要
件
（
ラ
ジ
オ
・
テ
レ
ビ
法
五
章
一
条
）
の
下
、
未
成
年
者
保
護
の
た
め
暴
力
・
ポ
ル
ノ
描
写
の
制
限
（
二
条
・
三
条
）、
正
当
な

理
由
が
あ
る
場
合
、
番
組
情
報
の
訂
正
（
四
条
）、
商
業
的
利
益
の
不
適
切
な
宣
伝
の
禁
止
（
五
条
）、
公
正
性
の
条
件
に
鑑
み
、
労
働
市

場
問
題
に
関
す
る
政
治
的
・
宗
教
的
意
見
の
支
持
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
、
第
三
者
の
要
求
に
応
じ
た
放
送
の
禁
止
（
六
条
）、
機
能

障
害
者
の
番
組
へ
の
ア
ク
セ
ス
ビ
リ
テ
ィ
の
確
保
（
一
二
条
）
等
の
番
組
基
準
に
服
す
る
。
ま
た
、
広
範
な
表
現
・
情
報
の
自
由
を
考
慮

し
た
、
放
送
に
お
け
る
公
正
性
と
客
観
性
の
確
保
が
免
許
要
件
の
一
つ
と
な
っ
て
お
り
（
四
章
八
条
）、
特
に
前
者
の
要
件
か
ら
批
判
さ
れ

た
者
へ
の
反
論
の
機
会
が
付
与
さ
れ
る
（
28
）。

番
組
基
準
等
に
違
反
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
な
制
裁
が
科
さ
れ
る
。
放
送
委
員
会
は
ラ
ジ
オ
・
テ
レ
ビ
法
四
章
八
条
、
五
章
四
条
等
に

違
反
し
た
放
送
事
業
者
に
対
し
、
委
員
会
決
定
の
公
表
を
命
じ
る
（
条
件
付
手
数
料
支
払
命
令
も
包
含
可
）
こ
と
が
で
き
（
一
七
章
一
〇

条
）、
同
法
五
章
二
条
・
三
条
違
反
を
発
見
し
た
と
き
は
、
法
務
監
察
長
官
に
通
知
す
る
（
一
六
章
二
条
）。
ま
た
、
法
務
監
察
長
官
は
同

法
五
章
二
条
・
三
条
の
反
復
違
反
者
に
対
し
、
再
発
防
止
命
令
（
条
件
付
罰
金
命
令
）
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
一
七
章
一
三
条
）。
さ

ら
に
、
放
送
庁
は
同
法
違
反
に
使
用
さ
れ
た
物
に
つ
き
、
犯
罪
防
止
ま
た
は
他
の
特
別
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
没
収
す
る
こ
と
が
で
き
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（
一
七
章
四
条
）、
放
送
事
業
者
が
同
法
五
章
二
条
・
四
条
・
一
二
条
等
に
違
反
し
た
と
き
は
、
そ
の
免
許
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
（
一

八
章
二
条
）。

（
⚔
）
公
共
放
送
制
度

放
送
制
度
は
、
長
い
間
公
共
放
送
の
独
占
体
制
か
ら
、
一
九
九
〇
年
代
よ
り
公
共
放
送
と
商
業
放
送
の
併
存
体
制
に
転
換
し
て
い
る
。

し
か
し
、
公
共
放
送
（
現
在
、
Ｓ
Ｒ
、
Ｓ
Ｖ
Ｔ
、
Ｕ
Ｒ
の
三
社
）
は
依
然
と
し
て
特
殊
な
地
位
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
厳
格
な
規
律
が
適

用
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
放
送
許
認
可
制
度
に
よ
る
と
、
公
共
放
送
の
免
許
は
、
放
送
庁
で
は
な
く
、
政
府
か
ら
直
接
交
付
さ
れ
る
。
次

に
、
公
共
放
送
は
、
法
律
に
よ
る
規
律
で
は
な
い
も
の
の
、
政
府
と
の
協
定
に
基
づ
き
、
商
業
放
送
に
比
べ
、
情
報
、
討
論
、
本
格
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ズ
ム
（
seriousjournalism
）、
少
数
言
語
、
文
化
等
に
関
す
る
番
組
に
よ
り
時
間
と
ス
ペ
ー
ス
を
割
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
29
）。
さ
ら

に
、
公
共
放
送
は
包
括
的
な
番
組
基
準
の
適
用
を
受
け
る
。

一
方
、
公
共
放
送
三
社
の
ラ
ジ
オ
と
テ
レ
ビ
の
運
営
財
源
は
、
二
〇
一
九
年
一
月
よ
り
、
受
信
許
可
料
（
T
V
-avgift）
か
ら
公
共
サ
ー

ビ
ス
税
（
publicservice-avgift）
に
切
り
替
わ
っ
て
い
る
。
従
前
の
受
信
許
可
料
制
度
は
、
テ
レ
ビ
所
有
世
帯
が
負
担
す
る
仕
組
み
（
ラ

ジ
オ
に
対
す
る
聴
取
許
可
料
は
一
九
七
八
年
廃
止
）
で
、
長
い
間
公
共
放
送
の
独
立
か
つ
自
己
統
治
に
貢
献
し
て
き
た
（
30
）反
面
、
均
一
負
担

へ
の
低
所
得
世
帯
の
不
満
に
加
え
、
近
時
、
財
源
確
保
の
安
定
性
の
低
下
（
テ
レ
ビ
以
外
の
端
末
か
ら
の
視
聴
世
帯
へ
課
金
困
難
（
31
））
に
直

面
す
る
よ
う
に
な
っ
た
（
32
）。
そ
こ
で
、
こ
こ
数
年
間
、
公
共
放
送
の
財
源
制
度
の
改
革
議
論
の
結
果
、
一
八
歳
以
上
の
課
税
所
得
を
有
す
る

個
々
人
の
所
得
に
応
じ
た
公
共
サ
ー
ビ
ス
税
（
所
得
の
一
％
課
税
、
年
間
上
限
額
一
三
〇
〇
ク
ロ
ー
ナ
）
が
新
設
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
他

の
政
府
予
算
と
分
離
運
用
（
33
））。
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⚓

メ
デ
ィ
ア
倫
理
制
度

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
メ
デ
ィ
ア
（
主
に
プ
レ
ス
）
倫
理
制
度
は
長
い
歴
史
を
持
つ
。
プ
レ
ス
は
、
世
界
最
古
の
プ
レ
ス
評
議
会
（
一
九
一

六
年
創
設
）
と
そ
の
傘
下
に
設
置
さ
れ
た
プ
レ
ス
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
（
A
llm
änhetensPressom
budsm
an,PO
、
一
九
六
九
年
導
入
）
に

よ
り
自
主
的
に
規
律
さ
れ
て
き
た
。
両
機
関
の
主
業
務
は
、
プ
レ
ス
の
報
道
に
よ
る
被
害
を
救
済
す
る
こ
と
で
あ
る
（
後
述
）。

プ
レ
ス
評
議
会
・
プ
レ
ス
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
に
よ
る
自
主
規
制
シ
ス
テ
ム
は
、
プ
レ
ス
・
ラ
ジ
オ
・
テ
レ
ビ
倫
理
綱
領
（
Etiskareglerför

press,T
V
och
radio）
に
基
づ
い
て
作
動
す
る
。
同
倫
理
綱
領
は
、
メ
デ
ィ
ア
界
が
自
ら
制
定
し
た
新
聞
・
雑
誌
・
ラ
ジ
オ
・
テ
レ
ビ
の

統
一
倫
理
規
範
で
あ
り
、
プ
レ
ス
評
議
会
・
プ
レ
ス
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
プ
レ
ス
規
制
に
お
け
る
判
断
基
準
で
あ
る
（
後
述
）。

第
二
章

プ
レ
ス
評
議
会
制
度

今
日
、
メ
デ
ィ
ア
責
任
制
度
の
中
枢
で
あ
る
プ
レ
ス
評
議
会
は
、
欧
州
諸
国
を
は
じ
め
世
界
多
く
の
国
で
見
ら
れ
る
。
プ
レ
ス
評
議
会

の
起
源
は
、
一
九
一
六
年
に
創
設
さ
れ
た
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
プ
レ
ス
評
議
会
に
あ
る
。
プ
レ
ス
評
議
会
制
度
は
、
二
〇
世
紀
前
半
、
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
を
核
に
ス
カ
ン
ジ
ナ
ビ
ア
諸
国
で
登
場
し
、
二
〇
世
紀
半
ば
以
降
、
メ
デ
ィ
ア
の
社
会
的
責
任
理
論
等
の
影
響
を
受
け
、
英

国
を
皮
切
り
に
多
く
の
国
に
波
及
し
た
。

で
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
プ
レ
ス
評
議
会
制
度
の
沿
革
と
現
行
体
制
を
俯
瞰
し
た
上
で
、
比
較
法
的
視
点
か
ら
そ
の
構
造
的
特
質
を
考

察
す
る
。
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一

概
要

⚑

沿
革

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
プ
レ
ス
三
団
体
、
す
な
わ
ち
パ
ブ
リ
ス
ト
ク
ラ
ブ
（
Publicistklubben）、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
協
会
（
後
の
記
者
組

合
＝
Journalistförbundet）、
新
聞
発
行
者
協
会
（
T
idningsutgivareföreningen）
は
一
九
一
六
年
、
第
一
次
世
界
大
戦
中
一
部
の
新

聞
が
国
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
機
関
化
し
た
こ
と
に
よ
る
報
道
機
関
の
権
威
の
失
墜
を
踏
ま
え
、
世
界
最
古
の
プ
レ
ス
評
議
会
と
し
て
⽛
プ
レ

ス
公
正
実
践
委
員
会
⽜（
FairPracticesCom
m
ission
ofT
hePress）
を
創
設
し
た
（
34
）。
同
委
員
会
は
プ
レ
ス
三
団
体
に
よ
り
選
出
（
各

一
名
）
さ
れ
た
三
人
と
最
高
裁
判
事
一
人
（
委
員
長
）
か
ら
成
り
、
報
道
を
め
ぐ
る
発
行
者
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
間
の
対
立
を
仲
裁
す

る
プ
レ
ス
の
⽛
名
誉
法
廷
⽜（
courtofhonour）
と
し
て
呼
ば
れ
た
（
35
）。
同
委
員
会
は
一
九
二
三
年
、
市
民
の
プ
レ
ス
へ
の
不
満
と
法
的
規

制
の
要
求
を
受
け
（
36
）、
プ
レ
ス
倫
理
綱
領
を
制
定
し
（
パ
ブ
リ
ス
ト
ク
ラ
ブ
等
の
採
択
）、
次
第
に
公
衆
か
ら
プ
レ
ス
の
報
道
を
め
ぐ
る
苦
情

を
受
け
付
け
（
有
料
）、
対
応
す
る
よ
う
に
な
っ
た
（
37
）。

一
九
五
〇
～
一
九
六
〇
年
代
に
入
り
、
プ
レ
ス
の
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
報
道
の
増
加
に
伴
い
、
プ
レ
ス
公
正
実
践
委
員
会
は
非
有
効

性
を
理
由
に
市
民
か
ら
激
し
い
批
判
と
権
力
側
か
ら
法
的
規
制
手
段
（
反
論
権
法
等
）
の
導
入
圧
力
等
に
直
面
し
た
（
38
）。
そ
こ
で
、
同
委
員

会
は
一
九
六
九
年
、
公
的
責
任
を
強
化
す
べ
く
、
プ
レ
ス
評
議
会
（
PressensO
pinionsnäm
nd）
に
改
称
し
た
上
で
、
プ
レ
ス
オ
ン
ブ

ズ
マ
ン
の
新
設
、
プ
レ
ス
評
議
会
の
委
員
構
成
の
改
編
（
既
存
の
業
界
委
員
に
加
え
、
市
民
委
員
（
独
立
委
員
）
の
導
入
）、
プ
レ
ス
評
議

会
の
所
管
領
域
の
拡
大
（
苦
情
対
応
を
全
て
の
プ
レ
ス
（
新
聞
、
雑
誌
）
に
拡
大
）、
申
立
手
数
料
の
廃
止
、
金
銭
的
制
裁
の
導
入
等
、
ド

ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
改
革
を
断
行
し
た
（
39
）。
一
方
、
プ
レ
ス
四
団
体
（
プ
レ
ス
三
団
体
＋
雑
誌
協
会
（
T
idskrifter））
と
各
種
放
送
団
体
は
一

九
七
八
年
、
プ
レ
ス
評
議
会
へ
の
責
任
強
化
の
た
め
、
プ
レ
ス
協
力
委
員
会
（
PressensSam
arbetsnäm
nd）
を
設
立
し
、
メ
デ
ィ
ア
全
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体
の
統
一
倫
理
規
範
と
し
て
プ
レ
ス
・
ラ
ジ
オ
・
テ
レ
ビ
倫
理
綱
領
を
制
定
し
た
。

そ
の
後
、
プ
レ
ス
評
議
会
は
、
プ
レ
ス
協
力
委
員
会
の
メ
イ
ン
構
成
員
で
あ
る
プ
レ
ス
四
団
体
に
よ
る
財
源
、
職
務
規
範
（
プ
レ
ス
評

議
会
憲
章
（
Stadgar
för
Pressens
O
pinionsnäm
nd）、
プ
レ
ス
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
指
針
（
Instruktion
för
A
llm
änhetens

Pressom
budsm
an））
等
に
対
す
る
責
任
体
制
の
下
、
改
良
を
経
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

⚒

現
行
体
制

（
⚑
）
組
織

現
行
の
プ
レ
ス
規
制
機
関
は
、プ
レ
ス
の
行
為
が
良
き
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
実
践
に
即
し
て
い
る
か
否
か
を
判
断
す
る
プ
レ
ス
評
議
会（
プ

レ
ス
評
議
会
憲
章
一
条
）
と
、
報
道
被
害
者
に
助
言
・
助
力
を
提
供
す
る
プ
レ
ス
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
（
プ
レ
ス
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
指
針
一
条
）

か
ら
成
る
。
両
機
関
の
規
制
対
象
は
、
プ
レ
ス
評
議
会
の
会
員
、
す
な
わ
ち
印
刷
プ
レ
ス
と
オ
ン
ラ
イ
ン
プ
レ
ス
（
二
〇
一
一
年
よ
り
オ

ン
ラ
イ
ン
の
み
の
プ
レ
ス
に
も
拡
大
）
で
あ
る
。

プ
レ
ス
評
議
会
は
、
議
長
一
人
、
副
議
長
三
人
、
委
員
一
四
人
か
ら
成
り
、
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
（
各
々
議
長
ま
た
は
副
議
長
と
委
員
七

人
の
構
成
）
に
分
け
ら
れ
て
い
る
（
プ
レ
ス
評
議
会
憲
章
五
条
）。
議
長
・
副
議
長
（
任
期
二
年
、
再
任
可
（
通
算
八
年
以
内
）、
任
期
中

は
私
人
で
本
職
は
休
職
扱
い
）は
、プ
レ
ス
協
力
委
員
会
に
よ
り
判
事
経
験
を
有
す
る
法
律
専
門
家
の
中
か
ら
任
命
さ
れ
る（
六
条
四
項
）。

委
員
（
任
期
二
年
、
再
任
可
（
通
算
六
年
以
内
））
は
、
プ
レ
ス
四
団
体
に
よ
り
各
二
人
（
代
理
委
員
二
人
）
ず
つ
任
命
さ
れ
る
業
界
委
員

八
人
（
代
理
委
員
八
人
）
と
、
議
会
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
代
表
と
弁
護
士
会
会
長
に
よ
り
共
同
任
命
さ
れ
る
市
民
（
40
）委
員
六
人
（
代
理
委
員
六
人
）

か
ら
成
る
（
一
項
・
二
項
）。
プ
レ
ス
評
議
会
の
構
成
員
を
選
出
す
る
以
上
の
四
つ
の
組
織
は
、
必
要
に
応
じ
て
臨
時
の
補
充
員
を
任
命
す

る
こ
と
が
で
き
る
（
五
項
）。
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プ
レ
ス
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
（
一
人
）
は
、
プ
レ
ス
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
任
命
委
員
会
（
議
会
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
代
表
、
弁
護
士
会
会
長
、
プ
レ
ス

協
力
委
員
会
委
員
長
の
三
人
の
合
議
体
）
に
よ
り
任
命
さ
れ
（
41
）、
プ
レ
ス
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
財
団
（
プ
レ
ス
四
団
体
に
よ
る
運
営
・
財
源
調
達
）

に
よ
り
雇
用
さ
れ
る
（
プ
レ
ス
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
指
針
九
条
二
項
）。
プ
レ
ス
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
任
期
は
三
年
（
再
任
可
、
任
期
中
は
私
人
で

本
職
は
休
職
扱
い
）
で
、
そ
の
雇
用
・
報
酬
は
同
財
団
と
の
別
途
契
約
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
（
三
項
）。

以
上
、
プ
レ
ス
評
議
会
・
プ
レ
ス
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
は
、
プ
レ
ス
四
団
体
と
プ
レ
ス
か
ら
独
立
し
た
各
組
織
の
協
議
に
よ
り
組
織
さ
れ
、

プ
レ
ス
四
団
体
の
負
担
金
と
そ
の
他
プ
レ
ス
倫
理
に
違
反
し
た
プ
レ
ス
が
支
払
う
課
徴
金
（
後
述
）
を
財
源
と
し
て
運
営
さ
れ
る
構
造
で

あ
る
。（

⚒
）
基
準

プ
レ
ス
協
力
委
員
会
が
制
定
し
た
プ
レ
ス
・
ラ
ジ
オ
・
テ
レ
ビ
倫
理
綱
領
（
一
九
九
五
年
改
訂
）
は
、
前
述
の
如
く
メ
デ
ィ
ア
全
体
の

行
動
規
範
で
あ
り
、
プ
レ
ス
評
議
会
・
プ
レ
ス
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
が
プ
レ
ス
の
行
為
を
監
視
・
規
制
す
る
基
準
で
あ
る
。
同
倫
理
綱
領
は
、

プ
レ
ス
・
ラ
ジ
オ
・
テ
レ
ビ
は
、
ニ
ュ
ー
ス
伝
達
と
公
務
監
視
に
当
た
り
、
プ
レ
ス
自
由
法
と
表
現
の
自
由
に
関
す
る
憲
法
上
の
権
利
の

枠
組
の
中
で
最
大
限
の
自
由
を
享
受
す
る
こ
と
、
個
人
は
報
道
に
よ
る
不
当
な
侵
害
か
ら
保
護
さ
れ
る
こ
と
を
基
本
理
念
と
し
、⽛
報
道
基

準
⽜（
第
一
部
）、⽛
職
業
上
の
基
準
⽜（
第
二
部
）、⽛
編
集
・
広
告
基
準
⽜（
第
三
部
）
の
三
領
域
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
。

第
一
部
⽛
報
道
基
準
⽜
で
は
、⽛
正
確
な
ニ
ュ
ー
ス
の
提
供
⽜、⽛
寛
大
な
反
論
の
許
容
⽜、⽛
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
尊
重
⽜、⽛
写
真
の

扱
い
に
お
け
る
留
意
⽜、⽛
各
当
事
者
へ
の
傾
聴
⽜、⽛
慎
重
な
実
名
報
道
⽜
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。
ま
た
、⽛
報
道
基
準
に
関
す
る
注
解
⽜

と
い
う
項
目
を
設
け
、
プ
レ
ス
評
議
会
は
主
に
プ
レ
ス
の
⽛
良
き
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
実
践
⽜
の
概
念
を
解
釈
す
る
責
任
が
あ
る
こ
と
（
プ

レ
ス
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
も
プ
レ
ス
評
議
会
に
回
付
さ
れ
な
い
事
案
に
つ
き
同
様
）、
プ
レ
ス
評
議
会
・
プ
レ
ス
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
は
ラ
ジ
オ
・
テ
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レ
ビ
の
番
組
基
準
違
反
は
取
り
扱
わ
な
い
こ
と
（
番
組
の
監
視
は
放
送
委
員
会
の
所
管
）
を
明
確
に
し
て
い
る
。
第
二
部
⽛
職
業
上
の
基

準
⽜
で
は
、⽛
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
心
得
⽜、⽛
資
料
の
取
得
⽜、⽛
報
道
発
表
の
時
間
⽜
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
。
第
三
部
⽛
編
集
・
広
告
基

準
⽜
で
は
、⽛
基
本
原
則
⽜、⽛
一
般
基
準
⽜
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

（
⚓
）
業
務

プ
レ
ス
評
議
会
・
プ
レ
ス
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
は
、
プ
レ
ス
の
行
為
が
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
実
践
に
即
し
て
い
る
か
否
か
を
判
断
し
、
当
該
行

為
を
め
ぐ
る
紛
争
の
解
決
（
苦
情
処
理
）
を
主
業
務
と
す
る
（
プ
レ
ス
評
議
会
憲
章
一
条
、
プ
レ
ス
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
指
針
一
条
）。
そ
の
他
、

プ
レ
ス
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
は
、
一
般
市
民
に
プ
レ
ス
の
職
業
倫
理
に
関
す
る
情
報
・
助
言
の
無
料
提
供
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
倫
理
の
理
解
向

上
（
定
期
刊
行
物
へ
の
寄
稿
、
公
的
討
論
・
講
演
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
ス
ク
ー
ル
へ
の
出
講
等
）
に
寄
与
す
る
（
プ
レ
ス
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン

指
針
八
条
（
42
））。
こ
こ
で
は
、
プ
レ
ス
評
議
会
・
プ
レ
ス
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
主
業
務
の
み
を
取
り
上
げ
る
。

（
⚑
）
苦
情
申
立

何
人
も
、
プ
レ
ス
の
報
道
が
倫
理
基
準
に
違
反
し
た
と
思
う
と
き
は
、
当
該
プ
レ
ス
を
相
手
に
プ
レ
ス
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
事
務
局
に
苦
情

を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
（
43
）。
苦
情
申
立
は
、
プ
レ
ス
の
報
道
に
よ
り
人
権
侵
害
等
の
報
道
被
害
を
主
張
す
る
者
（
報
道
被
害
者
）
本

人
の
み
な
ら
ず
、
第
三
者
や
プ
レ
ス
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
自
身
（
職
権
）
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
（
プ
レ
ス
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
指
針
一
条
・
五
条
）。

苦
情
申
立
は
、
報
道
か
ら
三
か
月
以
内
に
、
書
面
ま
た
は
電
子
メ
ー
ル
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
二
条
・
四
条
）。
プ
レ
ス
評

議
会
・
プ
レ
ス
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
に
よ
る
苦
情
処
理
は
無
料
で
あ
る
。
ま
た
、
プ
レ
ス
評
議
会
・
プ
レ
ス
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
に
よ
る
苦
情
処
理

は
苦
情
申
立
人
に
よ
る
法
的
手
続
の
開
始
を
妨
げ
な
い
が
、
プ
レ
ス
評
議
会
は
既
に
法
的
手
続
が
開
始
さ
れ
た
苦
情
申
立
事
案
に
関
し
て
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は
却
下
決
定
を
選
択
し
得
る
（
44
）。

（
⚒
）
調
査
・
調
停

苦
情
申
立
が
な
さ
れ
れ
ば
、
最
初
、
プ
レ
ス
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
が
苦
情
処
理
に
当
た
る
。
プ
レ
ス
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
に
よ
る
苦
情
処
理
プ
ロ

セ
ス
は
、
プ
レ
ス
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
指
針
（
45
）に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

プ
レ
ス
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
は
プ
レ
ス
に
よ
る
報
道
被
害
者
に
助
言
・
助
力
を
提
供
す
る
こ
と
を
基
本
と
し
、
報
道
被
害
者
・
第
三
者
ま
た

は
プ
レ
ス
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
自
身
（
職
権
）
に
よ
る
苦
情
申
立
に
対
し
て
良
き
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
実
践
（
プ
レ
ス
・
ラ
ジ
オ
・
テ
レ
ビ
倫
理

綱
領
）
に
照
ら
し
て
解
決
を
図
り
、
一
定
条
件
下
で
プ
レ
ス
評
議
会
に
回
付
す
る
一
方
、
公
的
討
論
へ
の
参
加
に
よ
り
良
き
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ズ
ム
実
践
の
大
義
を
擁
護
す
る
（
プ
レ
ス
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
指
針
一
条
）。
プ
レ
ス
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
は
印
刷
プ
レ
ス
の
み
な
ら
ず
、
一
定
の
要

件
を
満
た
す
オ
ン
ラ
イ
ン
プ
レ
ス
（
46
）に
対
す
る
苦
情
に
も
対
応
す
る
（
同
）。

プ
レ
ス
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
は
、
苦
情
申
立
人
と
発
行
者
の
間
の
紛
争
の
初
期
段
階
で
、
調
停
と
助
言
に
よ
り
迅
速
な
紛
争
解
決
を
図
り
、

必
要
に
応
じ
て
発
行
者
に
直
接
接
触
し
て
訂
正
ま
た
は
苦
情
申
立
人
の
反
論
の
掲
載
を
求
め
る
（
三
条
）。
し
か
し
、
プ
レ
ス
オ
ン
ブ
ズ
マ

ン
は
、
苦
情
申
立
に
理
由
が
な
い
と
判
断
し
た
場
合
、
申
立
を
却
下
す
る
。

プ
レ
ス
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
調
停
に
よ
り
当
該
プ
レ
ス
が
苦
情
申
立
人
を
満
足
さ
せ
る
よ
う
な
対
応
（
訂
正
・
反
論
掲
載
等
）
が
な
さ
れ

れ
ば
、
事
案
は
終
結
す
る
。
し
か
し
、
調
停
が
不
調
に
終
わ
っ
た
場
合
、
プ
レ
ス
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
は
当
該
事
案
に
対
す
る
調
査
に
着
手
す

る
。
そ
の
際
、
苦
情
が
申
し
立
て
ら
れ
た
プ
レ
ス
の
発
行
者
は
、
プ
レ
ス
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
要
求
に
応
じ
て
問
題
の
記
事
の
十
分
な
数
の

コ
ピ
ー
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
七
条
）。

プ
レ
ス
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
は
、
調
査
の
結
果
、
プ
レ
ス
・
ラ
ジ
オ
・
テ
レ
ビ
倫
理
綱
領
に
照
ら
し
て
①
苦
情
申
立
に
正
当
な
理
由
が
あ
り
、
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②
苦
情
が
倫
理
原
則
や
報
道
被
害
の
両
面
か
ら
重
大
で
あ
り
、
③
比
較
的
最
近
の
報
道
に
対
す
る
苦
情
で
あ
れ
ば
、
訂
正
・
反
論
掲
載
の

有
無
も
考
慮
し
て
、
当
該
事
案
を
プ
レ
ス
評
議
会
に
回
付
す
る
決
定
を
、
①
②
③
の
未
充
足
の
場
合
（
当
該
プ
レ
ス
を
非
難
す
る
正
当
な

理
由
な
し
）
は
棄
却
決
定
を
行
う
（
四
条
）。
た
だ
、
第
三
者
に
よ
る
苦
情
申
立
を
プ
レ
ス
評
議
会
に
回
付
す
る
と
き
に
は
、
報
道
被
害
者

の
弁
護
人
の
事
前
同
意
が
必
要
で
あ
る
（
五
条
）。

一
方
、
プ
レ
ス
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
に
よ
る
苦
情
申
立
の
却
下
・
棄
却
決
定
に
対
し
、
当
該
報
道
に
よ
り
影
響
を
直
接
被
っ
た
報
道
被
害
者

に
限
り
、
一
か
月
以
内
に
プ
レ
ス
評
議
会
に
不
服
申
立
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
六
条
）。

以
上
、
プ
レ
ス
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
に
よ
る
苦
情
処
理
プ
ロ
セ
ス
は
約
三
～
四
か
月
を
要
す
る
（
47
）。

（
⚓
）
審
理
・
裁
定

プ
レ
ス
倫
理
違
反
が
濃
厚
な
苦
情
事
案
等
は
、
プ
レ
ス
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
を
経
て
、
プ
レ
ス
評
議
会
に
よ
り
紛
争
解
決
が
図
ら
れ
る
。
プ

レ
ス
評
議
会
に
よ
る
苦
情
処
理
プ
ロ
セ
ス
は
、
プ
レ
ス
評
議
会
憲
章
（
48
）に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

プ
レ
ス
評
議
会
は
、
苦
情
事
案
の
う
ち
プ
レ
ス
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
か
ら
の
回
付
事
案
や
、
プ
レ
ス
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
却
下
・
棄
却
決
定
に

対
す
る
報
道
被
害
者
本
人
か
ら
の
不
服
申
立
事
案
に
つ
き
、
プ
レ
ス
・
ラ
ジ
オ
・
テ
レ
ビ
倫
理
綱
領
違
反
の
有
無
を
審
理
す
る
（
プ
レ
ス

評
議
会
憲
章
一
条
、
二
条
一
項
）。
プ
レ
ス
評
議
会
は
、
プ
レ
ス
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
と
同
様
、
印
刷
プ
レ
ス
の
み
な
ら
ず
、
一
定
の
要
件
を
満

た
す
オ
ン
ラ
イ
ン
プ
レ
ス
に
対
す
る
苦
情
に
も
対
応
す
る（
一
条
）。
プ
レ
ス
評
議
会
へ
の
裁
定
請
求
は
個
人
を
原
則
と
し
、会
社
、団
体
、

公
共
機
関
に
よ
る
請
求
は
制
限
（
た
だ
し
、
訂
正
・
反
論
掲
載
の
要
求
に
関
す
る
場
合
は
考
慮
対
象
）
さ
れ
る
（
二
条
二
項
）。

プ
レ
ス
評
議
会
は
、
裁
定
請
求
を
受
理
す
る
か
否
か
を
独
自
に
判
断
し
、
特
定
の
状
況
下
で
、
既
定
以
外
の
裁
定
請
求
を
審
理
し
た
り
、

正
規
手
続
以
外
の
方
法
で
審
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
三
条
一
項
（
49
））。
ま
た
、
プ
レ
ス
評
議
会
は
、
審
理
手
続
の
進
行
中
の
事
案
に
つ
い
て
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も
審
理
手
続
の
続
行
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
二
項
）。
し
か
し
、
プ
レ
ス
評
議
会
は
プ
レ
ス
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
よ
う
な
調
査
権
限
は

有
し
な
い
（
三
項
）。

プ
レ
ス
評
議
会
は
、
議
長
ま
た
は
副
議
長
一
人
に
加
え
、
六
条
一
項
に
規
定
さ
れ
た
各
組
織
に
よ
り
任
命
さ
れ
た
各
一
人
の
委
員
ま
た

は
代
理
委
員
と
、六
条
二
項
の
規
定
に
よ
り
任
命
さ
れ
た
三
人
の
委
員
ま
た
は
代
理
委
員
が
出
席
す
れ
ば
、裁
定
す
る
こ
と
が
で
き
る（
八

条
一
項
）。
ま
た
、
プ
レ
ス
評
議
会
は
、
議
長
ま
た
は
副
議
長
一
人
に
加
え
、
合
計
五
人
の
委
員
ま
た
は
代
理
委
員
が
出
席
し
、
そ
の
う
ち

六
条
二
項
の
規
定
に
よ
り
任
命
さ
れ
た
者
が
二
人
以
上
で
あ
れ
ば
、
裁
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
二
項
）。
さ
ら
に
、
プ
レ
ス
評
議
会
は
、

⽛
プ
レ
ス
倫
理
非
難
⽜
と
い
う
結
論
に
至
ら
な
い
こ
と
が
明
白
で
あ
る
場
合
、
議
長
ま
た
は
副
議
長
一
人
に
加
え
、
六
条
一
項
の
規
定
に
よ

り
任
命
さ
れ
た
一
人
の
委
員
ま
た
は
代
理
委
員
と
、
六
条
二
項
の
規
定
に
よ
り
任
命
さ
れ
た
一
人
の
委
員
ま
た
は
代
理
委
員
が
出
席
し
て

も
、
満
場
一
致
を
条
件
と
し
、
裁
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
三
項
）。

プ
レ
ス
評
議
会
は
、
①
プ
レ
ス
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
へ
の
苦
情
申
立
が
遅
過
ぎ
て
却
下
さ
れ
る
事
案
、
②
裁
定
請
求
が
却
下
・
棄
却
さ
れ
る

事
案
、
③
プ
レ
ス
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
無
対
応
で
却
下
・
棄
却
さ
れ
る
事
案
に
つ
き
、
議
長
ま
た
は
副
議
長
と
共
に
対
処
で
き
る
（
八
条
四

項
）。
一
方
、
プ
レ
ス
評
議
会
は
、
最
重
要
事
案
に
つ
き
適
切
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
、
全
構
成
員
（
議
長
、
副
議
長
、
委
員
、
代
理

委
員
）
に
よ
り
裁
定
す
る
（
五
項
）。

プ
レ
ス
評
議
会
の
各
構
成
員
は
裁
定
に
お
い
て
一
票
の
投
票
権
を
持
ち
、
可
否
同
数
の
場
合
は
、
議
長
が
こ
れ
を
決
す
る
（
一
〇
条
一

項
）。
プ
レ
ス
評
議
会
は
満
場
一
致
の
裁
定
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
意
見
が
分
か
れ
れ
ば
、
反
対
意
見
を
裁
定
文
に
記
載
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
（
二
項
）。
議
長
は
、
意
見
が
分
か
れ
た
場
合
、
事
案
の
継
続
審
理
を
中
断
し
て
満
場
一
致
の
裁
定
の
実
現
を
試
み
る
こ
と
が
で

き
る
（
同
）。
代
理
委
員
は
プ
レ
ス
評
議
会
の
審
理
に
参
加
で
き
る
が
、
正
規
委
員
の
代
理
参
加
で
は
な
い
限
り
投
票
権
を
有
し
な
い
（
三

項
）。
一
方
、
プ
レ
ス
評
議
会
の
審
理
に
際
し
、
審
理
事
案
の
プ
レ
ス
の
代
表
者
・
従
業
員
は
当
該
審
理
に
参
加
で
き
な
い
（
九
条
）。
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プ
レ
ス
評
議
会
は
、
審
理
の
結
果
、
苦
情
の
申
し
立
て
ら
れ
た
プ
レ
ス
の
行
為
が
倫
理
基
準
に
違
反
し
た
と
判
断
し
た
場
合
、
苦
情
申

立
を
支
持
し
、
当
該
プ
レ
ス
を
非
難
（
譴
責
）
す
る
裁
定
を
行
う
。
非
難
裁
定
は
、
良
き
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
実
践
違
反
の
程
度
を
基
準
に
、

⽛
軽
微
違
反
⽜、⽛
中
度
違
反
⽜、⽛
重
大
違
反
⽜
の
三
つ
の
類
型
に
分
類
さ
れ
る
（
50
）。
逆
に
、
プ
レ
ス
評
議
会
は
、
プ
レ
ス
倫
理
違
反
が
な
い
と

判
断
し
た
場
合
、
苦
情
申
立
を
棄
却
す
る
裁
定
を
行
う
。

以
上
、
プ
レ
ス
評
議
会
に
よ
る
苦
情
処
理
プ
ロ
セ
ス
は
約
三
～
四
か
月
を
要
す
る
た
め
、
プ
レ
ス
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
へ
の
苦
情
申
立
か
ら

プ
レ
ス
評
議
会
に
よ
る
事
案
終
結
ま
で
に
少
な
く
と
も
六
か
月
が
か
か
る
（
51
）。

（
⚔
）
公
表

プ
レ
ス
評
議
会
が
プ
レ
ス
倫
理
違
反
を
認
め
る
裁
定
を
し
て
事
案
が
終
結
し
た
場
合
、
以
下
の
よ
う
に
、
当
該
プ
レ
ス
は
裁
定
文
の
公

表
と
金
銭
支
払
の
両
面
の
制
裁
が
科
さ
れ
る
。

ま
ず
、
裁
定
文
掲
載
に
関
す
る
制
裁
で
あ
る
。
プ
レ
ス
評
議
会
に
よ
り
プ
レ
ス
・
ラ
ジ
オ
・
テ
レ
ビ
倫
理
綱
領
違
反
を
理
由
に
非
難
裁

定
を
受
け
た
プ
レ
ス
は
、
遅
滞
な
く
裁
定
文
全
文
を
自
身
の
紙
面
の
目
立
つ
所
に
掲
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
52
）が
、
掲
載
事
実
を
プ
レ
ス

評
議
会
に
特
段
報
告
す
る
必
要
は
な
い
（
プ
レ
ス
評
議
会
憲
章
一
三
条
一
項
（
53
））。
裁
定
文
は
当
該
プ
レ
ス
に
加
え
、
そ
の
要
旨
が
⽛
プ
レ
ス

ジ
ャ
ー
ナ
ル
⽜（
PressensT
idning）
と
⽛
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
⽜（
Journalisten）
に
も
掲
載
さ
れ
る
（
プ
レ
ス
・
ラ
ジ
オ
・
テ
レ
ビ
倫

理
綱
領
⽛
報
道
基
準
に
関
す
る
注
解
（
54
）⽜）。
ま
た
、
裁
定
文
全
文
は
、
プ
レ
ス
評
議
会
・
プ
レ
ス
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
表

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
プ
レ
ス
評
議
会
憲
章
一
三
条
二
項
）。
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
上
の
出
版
物
へ
の
非
難
裁
定
の
場
合
、
裁
定
文
は

同
一
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
掲
載
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
三
項
）。
し
か
し
、
そ
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
お
け
る
裁
定
文
全
文
掲
載
に
制
約
が
あ
れ

ば
、
メ
イ
ン
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
例
え
ば
、
新
聞
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
）
を
参
照
す
べ
き
旨
を
掲
載
す
べ
き
で
あ
り
、
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ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
が
な
い
と
き
は
、
プ
レ
ス
評
議
会
・
プ
レ
ス
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
の
リ
ン
ク
を
貼
る
こ
と
で
裁
定
文
の
公

表
が
で
き
る
（
同
）。
一
方
、
苦
情
申
立
人
が
第
一
項
に
基
づ
く
プ
レ
ス
倫
理
非
難
の
公
表
を
望
ま
な
い
場
合
、
そ
の
見
解
は
尊
重
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
（
四
項
）。

次
に
、
金
銭
的
制
裁
で
あ
る
。
プ
レ
ス
評
議
会
に
よ
り
非
難
裁
定
を
受
け
た
プ
レ
ス
は
、
発
行
部
数
（
オ
ン
ラ
イ
ン
版
は
当
該
社
の
印

刷
版
の
発
行
部
数
）
を
基
準
に
、
課
徴
金
に
当
た
る
事
務
手
数
料
（
expeditionsavgift）
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
一
一
条
（
55
））。

こ
の
事
務
手
数
料
は
、
新
聞
発
行
者
協
会
に
支
払
わ
れ
、
プ
レ
ス
評
議
会
・
プ
レ
ス
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
財
源
に
充
て
ら
れ
る
（
一
二
条
）。

以
上
概
観
し
た
プ
レ
ス
評
議
会
の
苦
情
処
理
の
プ
ロ
セ
ス
を
ま
と
め
る
と
、〈
図
一
〉
の
通
り
で
あ
る
。

二

考
察

⚑

総
論
：
主
要
国
の
プ
レ
ス
評
議
会
制
度
と
の
比
較

い
わ
ゆ
る
プ
レ
ス
評
議
会
は
、
主
に
法
令
に
よ
ら
な
い
プ
レ
ス
規
制
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
、
プ
レ
ス
の
公
衆
に
対
す
る
高
い
説
明
責
任

の
確
保
、
プ
レ
ス
の
自
由
の
擁
護
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
行
動
指
針
（
倫
理
綱
領
）
の
提
供
に
よ
る
高
度
の
倫
理
基
準
の
確
保
等
を
担
う
（
56
）。

こ
の
よ
う
な
プ
レ
ス
評
議
会
は
、
最
も
有
効
な
メ
デ
ィ
ア
責
任
制
度
と
評
価
さ
れ
て
い
て
お
り
（
57
）、
前
述
の
如
く
欧
州
諸
国
を
は
じ
め
世
界

多
く
の
国
の
プ
レ
ス
規
制
ス
キ
ー
ム
の
中
核
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
各
国
の
プ
レ
ス
評
議
会
制
度
は
、
当
該
国
の
プ
レ
ス
の
自
由
の

憲
法
上
の
地
位
や
プ
レ
ス
を
取
り
巻
く
政
治
・
社
会
的
環
境
等
を
反
映
し
て
構
築
さ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
の
具
体
的
な
仕
組
み
は
多
少
異

な
る
。

以
下
、
比
較
法
的
視
点
か
ら
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
プ
レ
ス
評
議
会
制
度
に
つ
い
て
総
論
的
に
論
じ
る
。
主
要
六
か
国
（
英
国
、
ド
イ
ツ
、

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
豪
州
）
の
プ
レ
ス
規
制
機
関
を
比
較
対
象
と
し
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
プ
レ
ス
評
議
会
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制
度
の
特
質
を
考
え
る
。

第
一
に
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
プ
レ
ス

評
議
会
の
目
的
は
、
い
わ
ゆ
る
プ
レ
ス

評
議
会
の
一
般
的
な
目
的
と
一
致
す

る
。
比
較
対
象
国
を
含
む
各
国
の
プ
レ

ス
評
議
会
の
目
的
は
、
主
に
プ
レ
ス
の

自
由
の
擁
護
と
プ
レ
ス
規
制
（
苦
情
対

応
等
）
に
あ
る
（
58
）。
同
国
の
プ
レ
ス
評
議

会
は
、
プ
レ
ス
の
行
為
に
お
け
る
良
き

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
実
践
の
確
保
を
掲

げ
、
プ
レ
ス
の
自
由
の
擁
護
と
公
益
を

図
る
一
方
、
個
人
の
人
権
を
保
護
す
る

こ
と
を
志
向
す
る
。

第
二
に
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
プ
レ
ス

評
議
会
・
プ
レ
ス
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
規

制
方
式
は
、
多
く
の
国
の
プ
レ
ス
規
制

の
仕
組
み
と
同
様
、
自
発
的
独
立
自
主

規
制
型
（
voluntary
independent
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〈
図
一
〉
プ
レ
ス
評
議
会
の
苦
情
処
理
の
プ
ロ
セ
ス



self-regulation）
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
同
国
の
プ
レ
ス
評
議
会
・
プ
レ
ス
オ
ン
ブ
マ
ン
は
、
プ
レ
ス
界
に
よ
り
自
発
的
に
設
立
さ
れ
、

法
令
で
は
な
く
、
プ
レ
ス
の
自
己
規
律
規
範
で
あ
る
プ
レ
ス
・
ラ
ジ
オ
・
テ
レ
ビ
倫
理
綱
領
に
基
づ
き
プ
レ
ス
の
行
為
に
関
す
る
規
制
を

担
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
プ
レ
ス
規
制
モ
デ
ル
は
、
前
述
し
た
プ
レ
ス
評
議
会
の
目
的
に
鑑
み
、
最
も
適
切
な
ス
キ
ー
ム
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
デ
ン
マ
ー
ク
の
プ
レ
ス
評
議
会
（
Pressenæ
vnet）
と
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
プ
レ
ス
評
議
会
（
Ｐ
Ｃ
Ｉ
）・
プ
レ
ス
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン

は
、
法
令
に
基
づ
き
設
立
さ
れ
つ
つ
（
59
）、
組
織
構
成
や
規
制
の
実
際
に
お
い
て
自
主
規
制
の
要
素
を
併
せ
持
っ
て
い
る
共
同
規
制
型
で
あ
る
。

ま
た
、
英
国
で
は
、
自
発
的
自
主
プ
レ
ス
規
制
機
関
で
あ
る
独
立
プ
レ
ス
基
準
機
構
（
Ｉ
Ｐ
Ｓ
Ｏ
）
の
他
に
、
劣
勢
で
は
あ
る
が
国
王
の

勅
許
状
に
基
づ
く
プ
レ
ス
規
制
機
関
で
あ
る
IM
PRESS
も
存
在
す
る
。

第
三
に
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
プ
レ
ス
評
議
会
・
プ
レ
ス
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
に
よ
る
規
制
は
、
比
較
対
象
国
の
プ
レ
ス
規
制
機
関
と
同
様
、

印
刷
プ
レ
ス
に
限
ら
ず
、
オ
ン
ラ
イ
ン
プ
レ
ス
に
も
及
ぶ
。
こ
れ
ら
の
国
を
含
む
多
く
の
国
に
お
け
る
プ
レ
ス
規
制
機
関
は
、
今
日
、
デ

ジ
タ
ル
新
聞
を
は
じ
め
オ
ン
ラ
イ
ン
プ
レ
ス
の
浮
上
に
伴
い
、
印
刷
プ
レ
ス
に
加
え
、
オ
ン
ラ
イ
ン
プ
レ
ス
も
そ
の
規
制
対
象
に
追
加
し

つ
つ
あ
る
。
た
だ
、
オ
ン
ラ
イ
ン
プ
レ
ス
や
そ
の
類
似
サ
ー
ビ
ス
が
多
様
化
す
る
中
、
各
国
の
オ
ン
ラ
イ
ン
プ
レ
ス
に
対
す
る
具
体
的
な

規
制
ア
プ
ロ
ー
チ
は
多
少
違
い
が
あ
る
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
プ
レ
ス
評
議
会
・
プ
レ
ス
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
場
合
、
規
制
対
象
の
オ
ン
ラ
イ

ン
プ
レ
ス
の
範
疇
が
比
較
的
広
く
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
を
も
そ
の
射
程
に
入
れ
て
い
る
（
プ
レ
ス
評
議
会
憲

章
一
条
）
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
。

一
方
、フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
メ
デ
ィ
ア
評
議
会
や
デ
ン
マ
ー
ク
の
プ
レ
ス
評
議
会
は
、プ
レ
ス
と
共
に
放
送
も
規
制
対
象
と
し
て
い
る（
た

だ
し
、
放
送
許
認
可
規
制
等
は
別
の
機
関
が
所
管
）。

第
四
に
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
プ
レ
ス
評
議
会
制
度
は
、
プ
レ
ス
評
議
会
と
プ
レ
ス
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
が
共
に
プ
レ
ス
規
制
を
担
う
、
二
層

規
制
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
（
後
述
）。
対
し
て
、
比
較
対
象
国
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
を
除
け
ば
、
単
一
規
制
機
関
が
プ
レ
ス
規
制
を
所
管
す
る
。
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ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
プ
レ
ス
評
議
会
の
構
成
は
、
ド
イ
ツ
（
業
界
委
員
の
み
の
構
成
）
を
除
く
全
て
の
比
較
対
象
国
と
同
様
、
業
界
委
員

と
市
民
委
員
か
ら
成
る
混
合
型
で
あ
る
。
各
国
の
プ
レ
ス
規
制
機
関
は
市
民
委
員
を
新
設
・
補
強
す
る
傾
向
に
あ
る
。
同
国
の
プ
レ
ス
評

議
会
は
、
厳
密
に
は
プ
レ
ス
（
八
人
）、
市
民
（
六
人
）、
判
事
（
四
人
）
の
三
者
構
成
で
あ
り
（
デ
ン
マ
ー
ク
の
プ
レ
ス
評
議
会
も
類
似
）、

判
事
が
務
め
る
議
長
・
副
議
長
と
市
民
委
員
が
多
数
を
占
め
る
構
造
で
あ
る
。

第
五
に
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
プ
レ
ス
評
議
会
・
プ
レ
ス
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
財
源
は
、
プ
レ
ス
の
負
担
金
と
プ
レ
ス
倫
理
に
違
反
し
た
プ

レ
ス
が
支
払
う
制
裁
金
（
課
徴
金
）
か
ら
成
る
。
プ
レ
ス
自
主
規
制
機
関
で
あ
る
以
上
、
そ
の
運
営
は
被
規
制
者
で
あ
る
プ
レ
ス
の
自
主

財
源
に
よ
る
の
が
当
然
で
、
各
国
の
プ
レ
ス
規
制
機
関
の
財
政
制
度
の
潮
流
で
も
あ
る
。
た
だ
、
倫
理
基
準
に
違
反
し
た
プ
レ
ス
に
科
さ

れ
る
課
徴
金
を
そ
の
財
源
に
充
て
る
の
は
、
同
国
の
プ
レ
ス
評
議
会
制
度
な
ら
で
は
の
ユ
ニ
ー
ク
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
。

一
方
、
ド
イ
ツ
の
プ
レ
ス
評
議
会
と
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
メ
デ
ィ
ア
評
議
会
は
自
発
的
独
立
自
主
規
制
型
の
機
関
で
あ
り
な
が
ら
、
一
定

の
政
府
資
金
に
依
存
し
て
い
る
。

第
六
に
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
プ
レ
ス
評
議
会
・
プ
レ
ス
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
主
業
務
は
、
各
国
の
プ
レ
ス
規
制
機
関
と
同
様
、
報
道
被
害

救
済
（
苦
情
処
理
）
で
あ
る
。
各
国
の
プ
レ
ス
規
制
機
関
に
よ
る
苦
情
処
理
手
続
は
、
倫
理
基
準
に
準
拠
し
、
無
料
に
よ
り
調
停
・
裁
定

中
心
の
紛
争
解
決
を
図
る
こ
と
、
司
法
手
続
を
妨
げ
な
い
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
。
同
国
の
プ
レ
ス
評
議
会
・
プ
レ
ス
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
は

こ
の
よ
う
な
一
般
的
性
格
を
有
し
つ
つ
、
両
機
関
が
段
階
的
・
相
互
補
完
的
に
紛
争
解
決
に
当
た
る
の
が
特
徴
的
で
あ
る
。
ア
イ
ル
ラ
ン

ド
も
プ
レ
ス
評
議
会
・
プ
レ
ス
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
二
層
規
制
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
が
、
紛
争
解
決
に
お
け
る
プ
レ
ス
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
権
限

は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
そ
れ
と
多
少
相
違
が
あ
る
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
プ
レ
ス
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
権
限
は
調
停
に
止
ま
る
の
に
対
し
、
ア
イ

ル
ラ
ン
ド
の
プ
レ
ス
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
は
調
停
に
加
え
、
裁
定
を
行
う
こ
と
も
で
き
る
。

第
七
に
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
プ
レ
ス
評
議
会
は
プ
レ
ス
倫
理
に
違
反
し
た
プ
レ
ス
に
対
し
、
各
国
の
プ
レ
ス
規
制
機
関
の
共
通
の
制
裁
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手
段
で
あ
る
裁
定
文
掲
載
に
加
え
、
金
銭
的
制
裁
（
課
徴
金
）
を
も
科
す
。
英
国
の
独
立
プ
レ
ス
基
準
機
構
も
金
銭
的
制
裁
（
罰
金
）
権

限
を
有
す
る
。
た
だ
、英
国
の
独
立
プ
レ
ス
基
準
機
構
は
極
め
て
重
大
な
倫
理
違
反
行
為
を
し
た
プ
レ
ス
の
み
に
罰
金
を
科
す
の
に
対
し
、

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
プ
レ
ス
評
議
会
は
非
難
裁
定
を
受
け
た
プ
レ
ス
に
一
律
に
課
徴
金
を
科
す
。

以
上
論
じ
た
内
容
を
ベ
ー
ス
に
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
を
は
じ
め
各
国
の
プ
レ
ス
評
議
会
制
度
の
骨
格
を
ま
と
め
る
と
、〈
表
一
〉
の
通
り
で

あ
る
。
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〈
表
一
〉
各
国
の
プ
レ
ス
評
議
会
制
度

国

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

英
国

ド
イ
ツ

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

デ
ン
マ
ー
ク

ア
イ
ル
ラ
ン
ド

豪
州

規
制
機
関

プ
レ
ス
評
議
会
・
プ

レ
ス
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
独
立
プ
レ
ス
基
準
機

構

プ
レ
ス
評
議
会

メ
デ
ィ
ア
評
議
会

プ
レ
ス
評
議
会

プ
レ
ス
評
議
会
・
プ

レ
ス
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
プ
レ
ス
評
議
会

目
的

・
良
き
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ズ
ム
実
践
の
確
保

・
プ
レ
ス
倫
理
の
向

上・
苦
情
対
応

・
プ
レ
ス
の
説
明
責

任
の
確
保

・
人
権
保
護

・
プ
レ
ス
の
自
由
の

維
持

・
プ
レ
ス
の
自
由
の

擁
護

・
苦
情
対
応

・
良
き
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ズ
ム
実
践
の
確
保

・
プ
レ
ス
の
自
由
の

擁
護

・
苦
情
対
応

・
メ
デ
ィ
ア
倫
理
の

向
上

・
苦
情
対
応

・
プ
レ
ス
の
独
立
の

維
持

・
良
き
メ
デ
ィ
ア
実

践
基
準
の
促
進

・
苦
情
対
応

規
制
方
式

自
発
的
独
立
自
主
規

制

自
発
的
独
立
自
主
規

制

自
発
的
独
立
自
主
規

制

自
発
的
独
立
自
主
規

制

共
同
規
制

共
同
規
制

自
発
的
独
立
自
主
規

制

規
制
対
象

印
刷
・
オ
ン
ラ
イ
ン

プ
レ
ス

印
刷
・
オ
ン
ラ
イ
ン

プ
レ
ス

印
刷
・
オ
ン
ラ
イ
ン

プ
レ
ス

プ
レ
ス
・
放
送
・
通

信
社
(各
オ
ン
ラ
イ

ン
サ
ー
ビ
ス
を
含
む
)

プ
レ
ス
・
放
送
(各

オ
ン
ラ
イ
ン
サ
ー
ビ

ス
を
含
む
)

印
刷
・
オ
ン
ラ
イ
ン

プ
レ
ス

印
刷
・
オ
ン
ラ
イ
ン

プ
レ
ス

□
プ
レ
ス
評
議
会

・
構
成
：
一
八
人
(①

議
長
(判
事
)一
＋
②

□
Ｉ
Ｐ
Ｓ
Ｏ
理
事
会

・
構
成
：
一
二
人
(独

立
理
事
七
＋
業
界
理

□
プ
レ
ス
評
議
会
総

会・
構
成
：
二
八
人
(全

□
メ
デ
ィ
ア
評
議
会

・
構
成
：
一
四
人
(①

議
長
(メ
デ
ィ
ア
専

□
プ
レ
ス
評
議
会

・
構
成
：
八
人
(①
議

長
(判
事
)一
＋
②
副

□
プ
レ
ス
評
議
会

・
構
成
：
一
三
人
(①

市
民
委
員
七
(議
長

□
プ
レ
ス
評
議
会

・
構
成
：
二
三
人
(①

市
民
委
員
一
〇
(議
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組
織
構
成
等

副
議
長
(同
)三
＋
③

業
界
委
員
八
＋
④
市

民
委
員
六
))

・
任
命
：
①
②
は
プ

レ
ス
協
力
委
員
会
、

③
は
プ
レ
ス
四
団

体
、
④
は
議
会
オ
ン

ブ
ズ
マ
ン
代
表
＋
弁

護
士
会
会
長

□
プ
レ
ス
オ
ン
ブ
ズ

マ
ン

・
構
成
：
一
人

・
任
命
：
任
命
委
員

会
(議
会
オ
ン
ブ
ズ

マ
ン
代
表
＋
弁
護
士

会
会
長
＋
プ
レ
ス
協

力
委
員
会
委
員
長
)

事
五
)

・
任
命
：
任
命
パ
ネ

ル○
苦
情
処
理
委
員
会

・
構
成
：
一
二
人
(市

民
委
員
七
＋
業
界
委

員
五
)

・
任
命
：
理
事
会

○
編
集
者
倫
理
綱
領

委
員
会

・
構
成
：
一
五
人
(業

界
委
員
一
〇
＋
市
民

委
員
五
)

・
任
命
：
規
制
資
金

社
(Ｒ
Ｆ
Ｃ
)

員
業
界
委
員
＝
①
発

行
者
委
員
一
四
＋
②

記
者
委
員
一
四
)

・
任
命
：
プ
レ
ス
四

団
体
か
ら
成
る
ス
ポ

ン
サ
ー
協
会
(①
は

発
行
者
二
団
体
、
②

は
記
者
二
団
体
)

○
苦
情
処
理
委
員
会

二
つ

・
構
成
：
二
八
人
の

中
か
ら
選
出
さ
れ
た

各
八
人
(①
四
＋
②

四
)

○
編
集
デ
ー
タ
保
護

苦
情
委
員
会

・
構
成
：
二
八
人
の

中
か
ら
選
出
さ
れ
た

八
人
(①
四
＋
②
四
)

門
家
)
一
＋
②
メ

デ
ィ
ア
専
門
委
員
八

＋
③
市
民
委
員
五
)

・
任
命
：
①
②
は
メ

デ
ィ
ア
評
議
会
管
理

グ
ル
ー
プ
(各
種
メ

デ
ィ
ア
団
体
の
代
表

機
関
)、③
は
メ
デ
ィ

ア
評
議
会

議
長
(弁
護
士
)一
＋

③
業
界
委
員
四
＋
④

市
民
委
員
二
)

・
任
命
：
司
法
大
臣

(①
②
は
最
高
裁
長

官
、
③
記
者
組
合
と

メ
デ
ィ
ア
、
④
は
成

人
教
育
協
会
に
よ
り

各
々
推
薦
)

一
を
含
む
)＋
②
業

界
委
員
六
)

・
任
命
：
任
命
委
員

会
(②
は
プ
レ
ス
団

体
に
よ
り
指
名
)

□
プ
レ
ス
オ
ン
ブ
ズ

マ
ン

・
構
成
：
一
人

・
任
命
：
プ
レ
ス
評

議
会

○
管
理
委
員
会

・
構
成
：
委
員
長
(プ

レ
ス
評
議
会
市
民
委

員
)一
人
＋
業
界
委

員
ら

○
倫
理
綱
領
委
員
会

・
構
成
：
委
員
長
(プ

レ
ス
評
議
会
に
よ
り

指
名
)一
人
＋
プ
レ

ス
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
一

人
＋
編
集
者
六
人

長
一
、
副
議
長
二
を

含
む
)＋
②
業
界
委

員
一
一
＋
③
独
立

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
委

員
二
)

・
任
命
：
①
③
は
プ

レ
ス
評
議
会
議
長
、

②
は
プ
レ
ス
団
体

○
裁
定
パ
ネ
ル

・
構
成
：
プ
レ
ス
評

議
会
議
長
＋
①
③
全

員
＋
②
の
う
ち
三
人

＋
そ
の
他
九
人

財
源

プ
レ
ス
四
団
体
分
担

金
＋
制
裁
金
(課
徴

金
)

会
員
プ
レ
ス
の
会
費

(Ｒ
Ｆ
Ｃ
が
所
管
)

プ
レ
ス
四
団
体
分
担

金
＋
政
府
資
金
(上

限
四
九
％
)

管
理
グ
ル
ー
プ
負
担

金
＋
政
府
(司
法
省
)

資
金

プ
レ
ス
界
分
担
金
＋

放
送
界
分
担
金

会
員
プ
レ
ス
の
会
費

(管
理
委
員
会
が
所

管
)

会
員
プ
レ
ス
の
会
費

○
苦
情
処
理

・
苦
情
申
立
(第
三

者
を
含
む
)→
プ
レ

ス
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
に

よ
る
調
停
→
訂
正
・

反
論
掲
載
等

・
不
調
の
場
合
、
プ

○
苦
情
処
理

・
苦
情
申
立
(第
三

者
を
含
む
)→
苦
情

処
理
委
員
会
に
よ
る

初
期
検
討
→
当
該
プ

レ
ス
に
送
付
・
解
決

要
請

○
苦
情
処
理

・
苦
情
申
立
(第
三

者
を
含
む
)→
事
前

調
査
→
調
停
→
訂

正
・
反
論
掲
載
等

・
不
調
の
場
合
、
審

問
→
裁
定
→
裁
定
文

○
苦
情
処
理

・
苦
情
申
立
(第
三

者
を
含
む
)
→
調

査
・
調
停
→
訂
正
・

反
論
掲
載
・
放
送
等

・
不
調
の
場
合
、
裁

定
→
裁
定
文
掲
載
・

○
苦
情
処
理

・
苦
情
申
立
(不
正

確
な
報
道
に
関
す
る

苦
情
、
公
共
放
送
に

対
す
る
苦
情
は
、
先

に
当
該
メ
デ
ィ
ア
へ

の
申
立
を
経
る
こ

○
苦
情
処
理

・
苦
情
申
立
(先
に

当
該
メ
デ
ィ
ア
へ
の

申
立
を
経
る
こ
と
)

→
プ
レ
ス
オ
ン
ブ
ズ

マ
ン
事
務
局
に
よ
る

調
査
→
和
解
調
停
→

○
苦
情
処
理

・
苦
情
申
立
(第
三

者
を
含
む
)→
事
務

局
に
よ
る
非
公
式
審

理
→
訂
正
・
反
論
掲

載
等

・
不
調
の
場
合
、
裁
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業
務

レ
ス
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン

に
よ
る
調
査
→
非
難

理
由
あ
り
と
判
断
す

れ
ば
評
議
会
に
回
付

・
プ
レ
ス
評
議
会
に

よ
る
審
理
・
裁
定
→

裁
定
文
掲
載
／
課
徴

金○
そ
の
他

・
市
民
に
プ
レ
ス
倫

理
に
関
す
る
情
報
・

助
言
の
提
供

・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
倫

理
の
理
解
向
上

・
当
事
者
間
の
解
決

に
失
敗
→
調
査
・
調

停
→
訂
正
・
反
論
掲

載
等

・
不
調
の
場
合
、
裁

定
→
訂
正
・
裁
定
文

掲
載

・
不
服
申
立
→
独
立

苦
情
審
査
員
に
よ
る

審
査
→
不
備
が
あ
っ

た
場
合
、
苦
情
処
理

委
員
会
に
再
審
要
求

○
そ
の
他

・
重
大
倫
理
違
反
事

案
へ
の
基
準
調
査
→

罰
金

・
民
事
訴
訟
請
求
者

に
仲
裁
サ
ー
ビ
ス
の

提
供

・
編
集
者
・
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ス
ト
へ
の
助
言

・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

の
研
修

(助
言
／
非
難
／
譴

責
)掲
載
等

・
軽
微
事
案
は
苦
情

処
理
委
員
長
が
決
定

・
重
大
事
案
は
評
議

会
総
会
(苦
情
処
理

委
員
会
委
員
二
人
以

上
の
要
請
で
回
付

可
)が
決
定

・
不
服
申
立
→
別
の

苦
情
委
員
会
か
評
議

会
総
会
に
よ
る
再
審

○
そ
の
他

・
取
材
・
報
道
へ
の

助
言
・
指
針
の
提
供

・
自
由
な
情
報
と
世

論
形
成
の
擁
護

・
編
集
デ
ー
タ
保
護

に
関
す
る
自
主
規
制

の
促
進

放
送

○
そ
の
他

・
重
大
事
案
へ
の
職

権
調
査

・
編
集
者
・
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ス
ト
へ
の
助
言

・
メ
デ
ィ
ア
倫
理
問

題
に
関
す
る
声
明

・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム

倫
理
・
自
主
規
制
に

関
す
る
公
的
討
論
へ

の
参
加

と
)→
調
査
・
審
問

→
訂
正
・
反
論
掲

載
・
放
送
等

・
不
調
の
場
合
、
裁

定
→
裁
定
文
掲
載
・

放
送

・
不
履
行
の
場
合
、

罰
金
／
懲
役

○
そ
の
他

・
重
大
事
案
へ
の
職

権
調
査
・
声
明

訂
正
・
取
消
掲
載
等

・
不
調
の
場
合
、
プ

レ
ス
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン

に
よ
る
裁
定
→
訂

正
・
裁
定
文
掲
載

・
プ
レ
ス
オ
ン
ブ
ズ

マ
ン
が
裁
定
の
代
わ

り
に
プ
レ
ス
評
議
会

に
回
付
し
た
事
案
／

不
服
事
案
→
プ
レ
ス

評
議
会
に
よ
る
審

理
・
裁
定
→
裁
定
文

掲
載

定
パ
ネ
ル
に
回
付

・
裁
定
パ
ネ
ル
に
よ

る
審
理
・
裁
定
→
裁

定
文
掲
載

○
そ
の
他

・
プ
レ
ス
の
自
由
・

情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス

の
擁
護
(声
明
、
研

究
等
)

主
な
制
裁

・
裁
定
文
掲
載

・
課
徴
金

・
裁
定
文
掲
載

・
罰
金

・
裁
定
文
掲
載

・
裁
定
文
掲
載
・
放

送

・
裁
定
文
掲
載
・
放

送・
罰
金
／
懲
役

・
裁
定
文
掲
載

・
裁
定
文
掲
載

出
典
：
LaraFielden,R
egulatingthePress:A
Com
parativeStudyofInternationalPressCouncils(ReutersInstitutefortheStudy
ofJournalism
,2012),19-117;

T
heLeveson
Inquiry,A
n
inquiryintotheculture,practicesand
ethicsofthepressV
olIV
(H
C
780-IV
,2012.11.29),1708-1732
を
参
照
し
つ
つ
、
最
新
情
報

を
基
に
筆
者
作
成
。



⚒

各
論
：
主
な
構
造
的
特
質

（
⚑
）
プ
レ
ス
法
と
の
交
差

西
欧
北
米
諸
国
の
メ
デ
ィ
ア
制
度
（
m
ediasystem
）
を
分
類
す
る
と
、
大
き
く
分
極
多
元
主
義
（
polarized
pluralist）、
民
主
的
協

調
主
義
（
dem
ocraticcorporatist）、
自
由
主
義
（
liberal）
の
三
つ
の
モ
デ
ル
が
あ
り
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
メ
デ
ィ
ア
制
度
は
民
主
的

協
調
主
義
モ
デ
ル
に
属
す
る
（
60
）。
民
主
的
協
調
主
義
モ
デ
ル
の
メ
デ
ィ
ア
制
度
は
、
高
い
新
聞
普
及
率
、
従
前
の
政
党
色
の
強
い
プ
レ
ス
か

ら
中
立
商
業
プ
レ
ス
へ
の
シ
フ
ト
、
プ
レ
ス
の
高
い
専
門
性
と
自
主
規
制
、
国
家
に
よ
る
プ
レ
ス
の
自
由
の
保
護
、
プ
レ
ス
助
成
、
公
共

放
送
の
強
力
な
地
位
等
を
特
徴
と
す
る
（
61
）。
前
章
で
叙
述
し
た
よ
う
に
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
メ
デ
ィ
ア
制
度
は
基
本
的
に
こ
の
よ
う
な
要
素

か
ら
成
っ
て
い
る
。
た
だ
、
近
年
、
同
国
の
メ
デ
ィ
ア
制
度
は
よ
り
自
由
主
義
モ
デ
ル
の
方
に
進
ん
で
い
る
と
の
評
価
も
あ
る
（
62
）。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
プ
レ
ス
評
議
会
・
プ
レ
ス
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
に
よ
る
プ
レ
ス
自
主
規
制
制
度
は
、
同
国
の

メ
デ
ィ
ア
制
度
の
重
要
な
一
角
を
占
め
て
き
た
。
し
か
し
、
同
国
に
お
け
る
プ
レ
ス
自
主
規
制
制
度
を
、
プ
レ
ス
の
自
由
に
関
す
る
法
令

か
ら
切
り
離
し
て
把
握
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
（
63
）。
前
述
の
如
く
、
四
つ
の
基
本
法
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
同
国
憲
法
は
、
表
現
の
自
由

の
価
値
を
極
め
て
重
視
し
、
三
つ
の
基
本
法
（
統
治
法
、
プ
レ
ス
自
由
法
、
表
現
の
自
由
に
関
す
る
基
本
法
）
に
お
い
て
関
連
規
定
を
網

羅
的
に
定
め
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
世
界
最
古
の
プ
レ
ス
の
自
由
に
関
す
る
法
律
で
あ
る
プ
レ
ス
自
由
法
は
、
プ
レ
ス
や
プ
レ
ス
の
自
由

に
対
し
て
強
い
保
障
（
検
閲
禁
止
、
取
材
源
保
護
、
公
文
書
へ
の
ア
ク
セ
ス
権
等
）
を
与
え
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
プ
レ
ス
の
自
由
の
憲

法
上
の
位
置
付
け
と
プ
レ
ス
の
自
主
努
力
の
下
、
プ
レ
ス
評
議
会
・
プ
レ
ス
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
に
よ
る
プ
レ
ス
自
主
規
制
制
度
が
早
く
か
ら

確
立
・
定
着
し
た
の
で
あ
る
。

以
上
に
よ
る
と
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
プ
レ
ス
評
議
会
制
度
は
、
プ
レ
ス
倫
理
制
度
（
自
主
規
制
制
度
）
で
あ
り
な
が
ら
、
プ
レ
ス
の
自

由
を
特
別
視
す
る
憲
法
規
範
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
同
国
の
プ
レ
ス
評
議
会
制
度
の
法
規
範
と
の
特
殊
な
関
係
は
、
他
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の
国
の
プ
レ
ス
規
制
機
関
と
は
異
な
る
特
質
の
一
つ
で
あ
る
。

（
⚒
）
真
正
の
プ
レ
ス
規
制

プ
レ
ス
評
議
会
に
は
多
様
な
類
型
が
存
在
す
る
。
メ
デ
ィ
ア
責
任
制
度
研
究
の
大
家
、
Claude-Jean
Bertrand
は
プ
レ
ス
評
議
会
に

つ
き
、
委
員
構
成
、
独
立
性
、
自
律
性
の
観
点
か
ら
政
府
の
介
入
の
程
度
を
基
に
、
①
擬
似
評
議
会
（
pseudo-councils）、
②
準
評
議
会

（
sem
i-councils）、
③
真
正
評
議
会
（
genuinecouncils）
に
区
分
し
て
い
る
（
64
）。
彼
は
、
①
は
政
府
自
身
に
よ
り
任
命
さ
れ
る
者
か
ら
構

成
さ
れ
る
た
め
、
ニ
ュ
ー
ス
メ
デ
ィ
ア
統
制
を
ミ
ッ
シ
ョ
ン
と
し
（
メ
デ
ィ
ア
責
任
や
真
の
自
主
規
制
に
は
無
関
心
）、
②
は
メ
デ
ィ
ア
業

界
内
部
の
者
の
み
か
ら
構
成
さ
れ
る
（
市
民
委
員
不
在
）
た
め
、
全
て
の
業
務
の
遂
行
が
で
き
な
い
反
面
、
③
は
三
グ
ル
ー
プ
（
発
行
者
、

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
市
民
）
の
代
表
性
が
保
証
さ
れ
て
お
り
、
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
政
府
予
算
の
援
助
を
受
け
る
場
合
で
さ
え
も
、
完

全
に
独
立
し
て
業
務
を
遂
行
す
る
た
め
、
③
だ
け
が
完
全
に
自
由
で
ダ
ブ
ル
・
ミ
ッ
シ
ョ
ン
（
プ
レ
ス
の
自
由
の
伝
統
的
な
敵
で
あ
る
政

府
や
そ
の
官
僚
主
義
と
の
闘
い
に
お
い
て
プ
レ
ス
を
助
け
る
こ
と
と
、
プ
レ
ス
に
市
民
へ
の
説
明
責
任
を
果
た
さ
せ
る
こ
と
）
の
遂
行
に

適
し
て
い
る
と
分
析
す
る
（
65
）。

こ
の
区
分
に
よ
る
と
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
プ
レ
ス
評
議
会
は
勿
論
、
英
国
の
独
立
プ
レ
ス
基
準
機
構
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
メ
デ
ィ
ア
評

議
会
、
デ
ン
マ
ー
ク
の
プ
レ
ス
評
議
会
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
プ
レ
ス
評
議
会
、
豪
州
の
プ
レ
ス
評
議
会
は
、
真
正
評
議
会
に
属
す
る
（〈
表

一
〉
参
照
）。
た
だ
、
ド
イ
ツ
の
プ
レ
ス
評
議
会
は
、
専
ら
業
界
委
員
（
発
行
者
委
員
と
記
者
委
員
）
の
み
で
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

準
評
議
会
に
属
す
る
が
、
政
府
資
金
を
そ
の
財
源
の
一
部
と
し
つ
つ
も
政
治
的
影
響
力
が
働
い
て
い
な
い
（
66
）こ
と
に
鑑
み
、
実
質
的
に
は
真

正
評
議
会
に
位
置
付
け
ら
れ
よ
う
。

プ
レ
ス
評
議
会
が
プ
レ
ス
規
制
機
関
と
し
て
存
立
す
る
以
上
、
よ
り
良
い
規
制
原
則
の
追
求
が
求
め
ら
れ
る
。
よ
り
良
い
規
制
原
則
と
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し
て
は
、
比
例
性
（
proportionality）、
責
任
性
（
accountability）、
一
貫
性
（
consistency）、
透
明
性
（
transparency）、
目
標
集

中
性
（
targeting）
が
挙
げ
ら
れ
る
（
67
）。
こ
れ
ら
の
原
則
は
、
英
国
の
独
立
プ
レ
ス
基
準
機
構
の
前
身
、
プ
レ
ス
苦
情
委
員
会
（
Press

Com
plaintsCom
m
ission）
に
対
す
る
独
立
審
査
に
採
用
さ
れ
た
審
査
基
準
（
目
的
の
明
確
性
（
clarity
ofpurpose）、
実
効
性
（
ef-

fectiveness）、
独
立
性
（
independence）、
透
明
性
（
transparency）、
責
任
性
（
accountability
（
68
）））
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
。
便
宜
的

に
後
者
の
規
制
原
則
を
基
に
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
プ
レ
ス
評
議
会
・
プ
レ
ス
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
を
吟
味
す
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、

比
較
対
象
国
の
プ
レ
ス
規
制
機
関
に
比
べ
、
よ
り
真
正
の
プ
レ
ス
規
制
機
関
で
あ
る
と
評
価
で
き
る
。

第
一
に
、
業
務
の
目
的
が
明
確
で
あ
る
。
両
機
関
は
プ
レ
ス
の
良
き
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
実
践
の
砦
と
い
う
明
確
な
目
的
の
下
、
職
務
規
範

（
プ
レ
ス
評
議
会
憲
章
、
プ
レ
ス
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
指
針
）
に
沿
っ
て
プ
レ
ス
に
対
す
る
苦
情
処
理
と
そ
の
他
の
業
務
を
行
う
。

第
二
に
、
規
制
の
実
効
性
を
確
保
し
て
い
る
。
一
般
的
に
、
プ
レ
ス
評
議
会
が
倫
理
基
準
に
違
反
し
た
プ
レ
ス
に
課
す
制
裁
は
、
裁
定

文
掲
載
で
あ
る
。
同
国
の
プ
レ
ス
評
議
会
は
、
裁
定
文
掲
載
と
並
行
し
て
⽛
汚
染
者
負
担
原
則
⽜（
polluter-paysprinciple）
に
沿
っ
て

課
徴
金
を
も
科
す
が
、
プ
レ
ス
の
制
裁
不
履
行
は
稀
で
あ
る
（
69
）。

第
三
に
、
政
府
か
ら
も
、
プ
レ
ス
か
ら
も
高
度
の
独
立
性
を
有
す
る
。
両
機
関
は
、
法
令
に
よ
ら
ず
、
プ
レ
ス
界
に
よ
り
自
発
的
に
設

立
さ
れ
、
プ
レ
ス
の
自
主
財
源
（
課
徴
金
を
含
む
）
に
よ
り
運
営
さ
れ
る
。
ま
た
、
両
機
関
と
も
構
成
員
の
専
門
性
を
重
視
し
つ
つ
（
プ

レ
ス
評
議
会
は
多
様
性
も
重
視
）、
そ
の
選
任
手
続
に
お
い
て
プ
レ
ス
の
独
断
を
許
さ
な
い
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
。

第
四
に
、
構
成
員
の
選
任
手
続
や
業
務
内
容
が
極
め
て
透
明
で
あ
る
。
両
機
関
の
構
成
員
は
独
立
選
任
手
続
に
よ
り
任
命
さ
れ
、
職
務

規
範
に
沿
っ
て
苦
情
処
理
と
そ
の
他
の
業
務
を
行
う
。

第
五
に
、
積
極
的
に
説
明
責
任
を
果
た
す
。
プ
レ
ス
評
議
会
は
、
審
理
事
案
に
関
す
る
意
見
に
つ
き
報
告
書
を
作
成
・
公
表
す
る
義
務

を
負
う
（
プ
レ
ス
評
議
会
憲
章
四
条
）。
ま
た
、
プ
レ
ス
評
議
会
は
、
年
次
報
告
書
を
プ
レ
ス
四
団
体
、
議
会
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
代
表
、
弁
護
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士
会
会
長
に
提
出
す
る
義
務
を
（
一
四
条
一
項
）、
プ
レ
ス
評
議
会
議
長
は
、
プ
レ
ス
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
に
プ
レ
ス
評
議
会
の
業
務
に
つ
き
定

期
的
に
情
報
を
提
供
す
る
義
務
を
負
う
（
二
項
）。

し
か
し
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
プ
レ
ス
評
議
会
制
度
に
は
欠
陥
や
問
題
点
も
存
在
す
る
。
苦
情
処
理
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
プ
レ
ス
オ
ン
ブ

ズ
マ
ン
の
苦
情
申
立
の
却
下
・
棄
却
決
定
に
対
し
て
は
プ
レ
ス
評
議
会
へ
の
不
服
申
立
が
可
能
で
あ
る
が
、
プ
レ
ス
評
議
会
の
苦
情
申
立

の
棄
却
決
定
に
対
し
て
は
不
服
申
立
や
検
証
が
制
度
化
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
倫
理
基
準
違
反
に
対
す
る
課
徴
金
制
度
は
、
違
反
の
軽

重
と
関
係
な
く
、
発
行
部
数
基
準
が
適
用
さ
れ
る
。

（
⚓
）
二
層
規
制
シ
ス
テ
ム

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
プ
レ
ス
評
議
会
制
度
は
、
プ
レ
ス
評
議
会
と
そ
の
傘
下
の
プ
レ
ス
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
に
よ
る
二
層
規
制
シ
ス
テ
ム
で
あ

る
。
同
様
の
シ
ス
テ
ム
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
や
南
ア
フ
リ
カ
共
和
国
等
に
限
ら
れ
（
70
）、
他
の
国
で
散
見
さ
れ
る
プ
レ
ス
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
は
業
界

横
断
的
な
制
度
で
は
な
く
、
社
内
制
度
に
過
ぎ
な
い
。

オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
（
代
理
人
）
制
度
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
発
祥
し
た
も
の
で
、
そ
の
淵
源
は
一
八
世
紀
初
頭
に
ま
で
遡
る
が
、
現
在
の

制
度
は
一
八
〇
九
年
、
憲
法
（
統
治
法
）
に
基
づ
き
議
会
の
行
政
監
視
機
関
と
し
て
市
民
を
代
表
し
た
議
会
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
が
設
置
さ
れ

た
こ
と
を
基
礎
と
し
て
い
る
（
71
）。
現
在
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
、
議
会
が
選
任
す
る
行
政
の
外
部
監
視
機
関
で
あ
る
議
会
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
に

加
え
、
政
府
が
任
命
す
る
行
政
の
内
部
監
視
機
関
で
あ
る
法
務
監
察
長
官
、
児
童
の
権
利
保
護
を
目
的
と
す
る
児
童
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン

（
Barnom
budsm
annen）、
差
別
禁
止
法
遵
守
を
監
視
す
る
差
別
禁
止
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
（
D
iskrim
ineringsom
budsm
annen）、
消
費

者
保
護
を
目
的
と
す
る
消
費
者
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
（
K
onsum
entom
budsm
annen）、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
プ
レ
ス
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
等
が

あ
る
。
弱
い
立
場
の
市
民
が
政
府
、
企
業
等
に
立
ち
向
か
う
際
、
市
民
の
立
場
に
立
っ
て
支
援
す
る
と
い
う
の
が
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
基
本
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理
念
で
、
こ
れ
は
プ
レ
ス
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
に
も
生
か
さ
れ
て
い
る
（
72
）。

他
の
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
は
法
定
機
関
と
し
て
法
令
に
基
づ
く
所
定
の
監
視
を
行
う
が
、
プ
レ
ス
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
は
プ
レ
ス
評
議
会
を
補
完

す
る
自
主
規
制
機
関
と
し
て
、
倫
理
基
準
に
基
づ
き
プ
レ
ス
の
行
為
を
監
視
す
る
。
す
な
わ
ち
、
市
民
の
代
理
人
た
る
プ
レ
ス
オ
ン
ブ
ズ

マ
ン
は
市
民
と
プ
レ
ス
間
の
調
停
者
と
し
て
、
市
民
の
代
わ
り
に
プ
レ
ス
を
監
視
す
る
役
割
を
果
た
す
（
73
）。
そ
の
た
め
、
プ
レ
ス
オ
ン
ブ
ズ

マ
ン
は
独
立
選
任
手
続
に
よ
り
プ
レ
ス
倫
理
精
通
者
が
抜
擢
さ
れ
る
（
プ
レ
ス
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
指
針
九
条
一
項
）。
前
述
し
た
よ
う
に
、
同

国
に
お
け
る
プ
レ
ス
の
自
由
の
憲
法
上
の
位
置
付
け
に
鑑
み
、
プ
レ
ス
評
議
会
・
プ
レ
ス
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
が
政
府
の
介
入
を
許
さ
な
い
プ

レ
ス
の
自
主
規
律
機
関
と
し
て
存
立
す
る
の
は
当
然
の
帰
結
で
あ
ろ
う
。

プ
レ
ス
の
二
層
規
制
シ
ス
テ
ム
は
、
具
体
的
に
は
プ
レ
ス
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
が
プ
レ
ス
の
報
道
を
め
ぐ
る
紛
争
の
当
事
者
で
あ
る
市
民
と

プ
レ
ス
を
仲
介
し
て
調
停
に
よ
る
解
決
を
図
り
、
非
難
に
値
す
る
不
調
事
案
を
プ
レ
ス
評
議
会
に
回
付
し
（
第
一
段
階
）、
プ
レ
ス
評
議
会

が
回
付
事
案
や
不
服
申
立
事
案
に
つ
き
審
理
・
裁
定
す
る
（
第
二
段
階
）
構
造
で
あ
る
。
こ
の
業
務
分
掌
に
よ
り
、
プ
レ
ス
オ
ン
ブ
ズ
マ

ン
は
検
事
、
プ
レ
ス
評
議
会
は
法
廷
（
判
事
）
の
よ
う
な
機
能
を
分
担
し
（
74
）、
プ
レ
ス
の
報
道
を
め
ぐ
る
裁
判
外
紛
争
解
決
（
Ａ
Ｄ
Ｒ
）
を

図
る
。
こ
の
よ
う
な
二
層
規
制
シ
ス
テ
ム
は
、
厳
格
で
客
観
的
な
苦
情
処
理
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
市
民
の
信
頼
を
高
め
る
こ
と
が
で

き
る
（
75
）。
両
機
関
に
よ
る
プ
レ
ス
自
主
規
制
シ
ス
テ
ム
は
非
常
に
よ
く
作
動
し
て
お
り
、
最
近
、
年
間
四
〇
〇
～
五
〇
〇
件
の
苦
情
申
立
に

対
し
、
一
〇
～
一
五
％
の
事
案
に
つ
き
非
難
裁
定
が
下
さ
れ
て
い
る
（
76
）。

結
局
、
同
国
の
プ
レ
ス
評
議
会
・
プ
レ
ス
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
は
、
プ
レ
ス
の
自
由
を
擁
護
し
つ
つ
、
プ
レ
ス
を
規
律
す
る
、
開
か
れ
た
プ

レ
ス
自
主
規
制
機
関
と
し
て
評
価
で
き
る
。
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結
び
に
代
え
て

以
上
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
メ
デ
ィ
ア
の
風
景
と
そ
の
法
・
倫
理
制
度
を
概
観
し
つ
つ
、
同
国
の
プ
レ
ス
評
議
会
制
度
の
構
造
的
特
質
を

考
察
し
た
。
プ
レ
ス
評
議
会
制
度
の
嚆
矢
と
さ
れ
る
同
国
の
プ
レ
ス
評
議
会
は
、
プ
レ
ス
の
自
由
を
特
別
視
す
る
憲
法
規
範
や
プ
レ
ス
界

の
自
主
努
力
の
下
、
一
〇
〇
年
以
上
に
わ
た
り
プ
レ
ス
自
主
規
制
機
関
と
し
て
自
由
で
責
任
あ
る
プ
レ
ス
を
牽
引
し
て
き
た
。
同
国
の
プ

レ
ス
評
議
会
は
、
多
く
の
国
の
プ
レ
ス
規
制
機
関
と
同
様
の
規
制
方
式
（
自
発
的
独
立
自
主
規
制
）
と
財
源
制
度
（
自
主
財
源
）
を
採
る

反
面
、
プ
レ
ス
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
制
度
の
運
用
、
金
銭
的
制
裁
権
限
等
の
特
質
を
有
す
る
。

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
プ
レ
ス
評
議
会
制
度
は
、
独
立
性
、
実
効
性
を
は
じ
め
よ
り
良
い
規
制
原
則
を
兼
ね
備
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
他
の

国
の
プ
レ
ス
規
制
機
関
に
比
べ
、
よ
り
真
正
の
プ
レ
ス
規
制
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
と
評
価
で
き
る
。
ま
た
、
同
制
度
は
、
二
層
規
制
シ
ス
テ

ム
、
す
な
わ
ち
市
民
と
プ
レ
ス
間
の
調
停
者
た
る
プ
レ
ス
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
と
プ
レ
ス
評
議
会
が
共
に
規
制
を
担
う
こ
と
を
特
色
と
し
て
い

る
。
政
府
か
ら
も
、
プ
レ
ス
か
ら
も
独
立
し
て
い
る
両
機
関
が
相
互
補
完
的
に
プ
レ
ス
規
制
に
当
た
る
こ
と
で
、
プ
レ
ス
の
自
由
を
擁
護

し
つ
つ
、
プ
レ
ス
の
社
会
的
責
任
を
強
化
さ
せ
る
側
面
が
あ
る
。
同
国
の
プ
レ
ス
自
主
規
制
シ
ス
テ
ム
は
上
手
く
機
能
し
て
い
る
が
、
現

行
の
プ
レ
ス
中
心
か
ら
メ
デ
ィ
ア
全
体
の
責
任
制
度
に
如
何
に
移
行
し
て
い
く
か
が
課
題
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
（
77
）。

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
プ
レ
ス
評
議
会
制
度
は
、
日
本
の
プ
レ
ス
界
に
お
け
る
メ
デ
ィ
ア
責
任
制
度
を
考
え
る
上
で
示
唆
す
る
と
こ
ろ
が
少

な
く
な
い
。
日
本
の
放
送
界
に
は
第
三
者
機
関
、
放
送
倫
理
・
番
組
向
上
機
構
（
Ｂ
Ｐ
Ｏ
）
が
設
置
さ
れ
、
一
応
、
放
送
へ
の
苦
情
や
放

送
倫
理
の
問
題
に
対
応
し
て
い
る
の
に
対
し
、
プ
レ
ス
界
に
は
横
断
的
な
自
主
規
制
機
関
が
存
在
し
な
い
。
一
部
新
聞
社
は
社
内
第
三
者

機
関
を
設
置
・
運
用
し
て
い
る
も
の
の
、
報
道
被
害
へ
の
対
応
が
殆
ど
な
く
、
真
の
メ
デ
ィ
ア
責
任
制
度
と
は
程
遠
い
（
78
）。
従
っ
て
、
プ
レ

ス
界
は
プ
レ
ス
の
自
由
を
確
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A Study on the Swedish Press Council system

Young-hak HAN

The purpose of this study is to examine the distinct characteristics
of the Swedish Press Council system. The Swedish Press Council, the
oldest journalistic ethics tribunal in the world, has promoted free and
responsible press for more than 100 years in the country under the
strong constitutional protection of freedom of press and voluntary
endeavor of the press industry. The Council, like many other countries,
has adopted the independent self-regulation and funding system, funded
by the industry. But the Council has one ombudsman and can impose
financial sanctions on press which violated the standards of practice.
The Swedish Press Council system has the better regulation

principles including independency and effectiveness, so I can evaluate
that it is more genuine system of press regulation than press regulators
in other countries. And the system is two-tier complaint handling system
of the Press Council and the Press Ombudsman, as a mediator between
the public and the press. The two institutions, independent from both the
government and the press, have promoted free and responsible press
through complementary regulating the press. Although the Swedish self-
regulatory system works fairly well now, the problem is how to
transform the existing press-centric accountability system into the
entire media accountability system.
The Swedish Press Council system gives many suggestions to the

Japanese press industry on how to form media responsibility system.
Broadcasting Ethics & Program Improvement Organization, the
broadcasting industryʼs independent organization has dealt with
broadcasting complaints and broadcasting ethics issues in the Japanese
broadcasting industry. But there is no cross-industry self-regulation
system in the press industry. Some newspapers have operated in-house
third-party organisations, but they are far from the genuine media
responsibility system because there is little response to the damages
caused by the press. Therefore, to promote free and responsible press,
the press industry needs to establish cross-industry self-regulation
system such as the Swedish Press Council and deal with complaints
against the press and enhance the press ethics.
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